
第52回 定時株主総会

招集ご通知
2024年6月26日（水曜日）
午後2時開催（受付開始時間：午後1時）

東京都千代田区有楽町2丁目5番1号

有楽町マリオン11階
「ヒューリックホール東京」
※末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください｡

第1号議案  剰余金処分の件
第2号議案  定款一部変更の件
第3号議案  取締役9名選任の件
第4号議案  監査役1名選任の件
第5号議案  補欠監査役1名選任の件
第6号議案   取締役の報酬等の額の改定ならびに取締役に対する 

業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件

■ 株主総会当日のお土産のご用意はございません。何卒ご
理解くださいますようお願い申しあげます。
■ 当日は、株主総会の様子をライブ配信でご視聴いただけ
ます。
■ ご送付している書面は、電子提供措置事項(インターネ
ットで掲示している「第52回定時株主総会招集ご通知」)
から一部を抜き出した書面です。そのため、ページ番号、
項番の一部が抜けておりますが、間違いではございませ
ん。ご了承ください。
■ 株主総会当日の様子の一部につきましては、後日、当社
ウェブサイトにおいてオンデマンド配信する予定です。

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からもご覧い
ただけます。
https://s.srdb.jp/8153/

証券コード：8153

開催
日時

開催
場所

決議
事項

郵送による議決権行使期限
2024年6月25日（火曜日）午後5時45分到着分まで

インターネットによる議決権行使期限
2024年6月25日（火曜日）午後5時45分まで
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証券コード 8153
2024年6月4日

（電子提供措置の開始日 2024年5月28日）
株主の皆様へ

東京都品川区大崎二丁目1番1号

取締役社長 中村 栄輔

第52回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第52回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第52回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.mos.co.jp/company/ir/event/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

ネットで招集
https://s.srdb.jp/8153/

なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）によって事前
に議決権を行使することができます。お手数ながら、電子提供措置事項に掲載の「株主総会参
考書類」をご検討のうえ、2024年6月25日（火）午後5時45分までに議決権をご行使いただ
きますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2024年6月26日（水曜日）午後2時開催

受付開始時間は、午後1時からとなります。

2. 場 所 東京都千代田区有楽町2丁目5番1号
有楽町マリオン11階「ヒューリックホール東京」
※末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。

3. 目的事項 報告事項 1．第52期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算
書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第52期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
第6号議案 取締役の報酬等の額の改定ならびに取締役に対する業績連

動型株式報酬等の額および内容一部改定の件
以 上

ご留意事項
電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をい
ただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を
含む監査対象書類を監査しております。
１．業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要
２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
３．株式会社の支配に関する基本方針
４．連結計算書類の連結注記表
５．計算書類の個別注記表

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、株主ではない代理人及びご同伴の方等、株主以外の方につきましては、株主総会にご出席いただけませ
んので、ご注意ください。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前ページに掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい
ただきます。
事前にインターネットで議決権を行使いただいた株主様の中から、抽選で100名様にモスカード（1,000円分）
を進呈いたします。



議決権行使書
賛 否
賛 否

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

インターネットによる議決権行使に
必要となる、「ログインID」と「仮
パスワード」が記載されています。

株主総会に
ご出席される場合

株主総会にご出席されない場合
または、ライブ配信を視聴される場合

2024年6月26日（水曜日）
午後2時開催

（受付開始時間：午後1時）

株主総会開催日時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご
提出ください。

2024年6月25日（火曜日）
午後5時45分到着分まで

議決権行使期限

郵送による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する
賛否をご表示いただき、ご返送ください。

インターネットによる議決権行使

2024年6月25日（火曜日）
午後5時45分まで

議決権行使期限

次ページの案内に従って、各議案の賛否
をご入力ください。
詳細は次ページをご覧ください

よくあるご質問 Q．議決権行使書用紙を送らなければ、賛成になりますか？
A．  賛成になりません。賛否をご記入（○印）のうえご投函願います。
Q．郵送とインターネットの両方で議決権を行使した場合どちらが優先されますか？
A．  議決権行使書用紙の郵送とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネ
ットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

Q．インターネットにより、複数回議決権を行使した場合どちらが優先されますか？
A． 最後に行使された内容を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
Q．議決権行使書用紙に賛否の記載をしなかった場合はどのように扱われますか？
A． 各議案につき賛否の表示が無い場合は、会社提案に「賛成」の意思表示があったものとして取り扱わ
せていただきます。

受
付

（注）当日ご出席される場合は、議決権行使書用紙の郵送またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

※事前にインターネットで議決権をご⾏使いただいた株主様の中から、抽選で100名様にモスカード（1,000円分）を進呈いたします。

第1～2、4～6号議案
賛成の場合「賛」の欄に○印
反対の場合「否」の欄に○印

第３号議案
全員賛成の場合「賛」の欄に○印
全員反対の場合「否」の欄に○印
一部の候補者に反対の場合
「賛」の欄に○印をし、反対する
候補者の番号をご記入ください。

株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申しあげます。
議決権のご行使には以下3つの方法がございます。

議決権行使のご案内
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スマートフォンまたはパソコン等による議決権行使のご案内

https://evote.tr.mufg.jp/
議決権行使ウェブサイト

■毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。
■議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となり
ます。

 ご注意事項

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセス
いただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

議決権行使ウェブサイトにアクセスする1

ログインする2

議決権行使方法を選ぶ2 各議案の賛否を選択3

画面の案内に従い行使完了です。

以降は画面の案内に従い賛否をご入力ください。

パソコン等による行使方法

スマートフォンによる行使方法

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120－173－027
（通話料無料）
受付時間　午前9時～午後9時

議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みま
す。）につきましては、㈱ICJが運営する議決権電子行
使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合
には、議決権行使にあたり、当該プラットフォームを
ご利用いただけます。

同封の「議決権行使書」の右側（副票）に記載の
「ログイン用QRコード」を読み取る1

「ログイン用QRコード」はこちら お手元の議決権行使書の副票（右側）に記載された「ログイン
ID」及び「仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリック

議案賛否方法の選択画面が表示
されるので、議決権行使方法を
選ぶ。

（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

「ログインID」
「仮パスワード」を
ご入力

「ログイン」を
クリック

事前にインターネットで議決権を行使いただいた株主
様の中から、抽選で100名様にモスカード（1,000円
分）を進呈します。
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ログインIDとパスワードは、同封の「議決権行使書」の右側（副票）の下に
記載しているものを使用します

株主総会オンラインサイト
「Engagement Portal」へアクセス

①同封の「議決権行使書」の右側（副票）の下に記載のログインIDとパスワードを入力
②利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェック
③「ログイン」ボタンをクリック

< ログイン画面 >

←議決権行使書の
　右側（副票）

（画面はイメージです。編集等により、実際の画面とは異なる場合があります）

①ID：議決権行使書用紙の右側に記載されている「ログインID」（15桁の半角英数字）
②パスワード：議決権行使書用紙の右側に記載されている「仮パスワード」（６桁の半角数字）
※ID及びパスワードは、いずれも議決権行使書用紙を投函される前に必ずお手元にお控えください。
※｢議決権行使ウェブサイト」にて変更されたパスワードは、本ウェブサイトには引き継がれません。

②

①

③

≪推奨環境≫　株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」の推奨環境は以下の通りです。

（上記環境においても通信環境や端末により正常に動作しない場合がございます。）

モバイル

Windows 10以降 iPadOS 14.0以降 iOS 14.0以降 Android 9.0以降MacOS X 10.13（High Sierra）以降

PC

OS
ブラウザ ※各最新

Windows Macintosh iPad iPhone Android

Google Chrome、Microsoft Edge(Chromium) Safari、Google Chrome Safari Safari Google Chrome

ライブ配信、オンデマンド配信及び事前質問受付のご案内

7

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子をご視聴いただけるよう、以下のとおりインタ
ーネットによるライブ中継を行います。また、株主様より本株主総会の目的事項等に関する事前
のご質問をお受けいたします。

1. ライブ配信日時
2024年６月26日（水曜日） 午後２時〜株主総会終了時刻まで
※配信ページは、株主総会開始時刻30分前の午後１時30分頃よりアクセス可能です。

2. 事前のご質問受付期間
本招集ご通知到着時から2024年６月17日（月曜日）午後５時45分まで

3. 株主総会オンラインサイトへのアクセス方法
（1）パソコン又はスマートフォン等で以下のURLを直接ご入力いただくか、QRコードを読み

込むかの方法により、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」（以下、「本ウ
ェブサイト」といいます。）へアクセスしてください。

URL https://engagement-portal.tr.mufg.jp/ （QRコード）

（2）本ウェブサイトにて以下のIDとパスワードを入力し、利用規約をご確認のうえ、「利用規
約に同意する」にチェックし、「ログイン」ボタンをクリックしてください。
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４．オンデマンド配信のご案内
本総会の様子の一部を、当社ウェブサイトにて、後日オンデマンド配信する予定です。
配信開始予定：2024年7月上旬頃
配信URL：https://www.mos.co.jp/company/ir/event/meeting/
なお、総会当日の質疑の概要も同ウェブサイトに掲載いたします。

５．事前のご質問のご登録・ライブ配信のご視聴方法
事前のご質問ご登録方法

①ログイン後、本ウェブサイトに表示されている「事前質問」ボタンをクリックしてください。
②画面の案内に従い、質問受付フォームにご質問内容等を入力後、利用規約にご同意の上、「確認画面へ」
ボタンをクリックしてください。

③ご質問内容等をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。
※事前に頂戴した質問のうち、多くの株主様のご関心が高いと思われるものについて、株主総会当日にご回
答させていただく予定です。

※頂戴したご質問すべてに必ずご回答することをお約束するものではありませんので、あらかじめご了承く
ださい。

ライブ配信のご視聴方法
株主総会当日に本ウェブサイトへログイン後、画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリック
し、ライブ視聴等に関する利用規約にご同意の上、「視聴する」ボタンをクリックしてください。
※配信ページは、株主総会開始時刻30分前の午後１時30分頃よりアクセス可能です。
６．ご留意事項
（1）ライブ配信のご視聴は、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、ご視聴中はご質問、議決権

行使を含めた一切の権利行使ができません。議決権につきましては、5ページ及び6ページにてご案内の方
法による事前行使をお願いいたします。

（2）ライブ配信のご視聴は、株主様本人のみに限定させていただきます。
（3）SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断りさせていただきます。
（4）ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、映像や音

声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
（5）本ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様

のご負担となります。

【本ウェブサイトに関するお問い合わせ先】
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-676-808（通話料無料）

受付時間 午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く）
ただし、株主総会当日は午前９時から株主総会終了時刻まで



 中間　

 期末

 記念配当

連結配当
性向(%)

配当金
(円)

第49期
（2021年3月期）

第50期
（2022年3月期）

第51期
（2023年3月期）

第52期
（当期）
（2024年3月期）

11

11

22

68.0

14

2

12

28

25.2

28

14

14

－

28

14

14

33.6

ご参考 1株当たり年間配当額の推移

株主総会参考書類
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第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

＜期末配当に関する事項＞
第52期の期末配当につきましては、株主の皆様への積極的な利益還元を経営の重要課題と位置づけ、業績や経

営環境との連動を図りつつ、安定的な利益還元を継続するという基本方針にかんがみ、当初の予定通りといたし
たいと存じます。

1 配当財産の種類
金銭といたします。

2

配当財産の割当てに関する事項及
びその総額
当社普通株式１株につき金14円
といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は
437,902,794円となります。

3
剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月27日といたしたいと
存じます。



株主総会参考書類
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第２号議案 定款一部変更の件
1. 提案の理由

事業領域の拡大及び多様化に対応するため、当社定款第２条（目的）を変更するものであります。
2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）〜（20） （条文省略）

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）〜（20） （現行どおり）

（新設）

（新設）

（21）上記各号に附帯する一切の業務

（21） 特定技能外国人支援の業務

（22） 国内および国外にわたる有料職業紹介事業

（23） 上記各号に附帯する一切の業務



株主総会参考書類
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第３号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名（うち、社

外取締役３名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位・担当 当期における

取締役会への出席状況

1 再 任
なか むら えい すけ

中 村 栄 輔 代表取締役 取締役社長 19／19回（100％）

2 再 任
たき ふか じゅん

瀧 深 淳 取締役常務執行役員 国際本部長 19／19回（100％）

3 再 任
ふく しま りゅう へい

福 島 竜 平 取締役常務執行役員
（リスク・コンプライアンス室担当） 19／19回（100％）

4 再 任
おお た つね あり

太 田 恒 有 取締役上席執行役員 営業本部長 19／19回（100％）

5 再 任
かさ い こう

笠 井 洸 取締役上席執行役員 経営企画本部長 19／19回（100％）

6 新 任
あん どう よし のり

安 藤 芳 徳 上席執行役員 商品本部長 −／−回（−％）

7 再 任
社 外

なか やま いさむ

中 山 勇 取締役（社外取締役） 19／19回（100％）

8 再 任
社 外

お だ わら か な

小田原 加 奈 取締役（社外取締役） 19／19回（100％）

9 新 任
社 外

こ やま くん どう

小 山 薫 堂 −／−回（−％）
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所有する当社株式の数
13,600株

当期における
取締役会への出席状況
19／19回（100％）

1 なか むら えい すけ

中村栄輔 1958年６月13日生 再 任

●略歴ならびに当社における地位及び担当
1988年６月 当社入社
1995年７月 法務部長
1997年３月 社長室長
2001年５月 店舗開発本部長
2005年３月 執行役員営業企画本部長
2008年３月 執行役員株式会社モスフード

サービス関西代表取締役社長
2012年11月 取締役執行役員営業本部長

2014年４月 常務取締役事業統括執行役員
2016年６月 代表取締役 取締役社長

ストア事業開発部管掌
2017年４月 代表取締役 取締役社長
2019年４月 代表取締役 取締役社長

営業本部ストア事業本部管掌
2020年５月 代表取締役 取締役社長

（現任）
●重要な兼職の状況 なし
●取締役候補者とした理由
1988年の入社以来、管理部門、店舗開発部門、営業部門、さらに販売子会社の代表
取締役社長と要職を歴任し、2014年に常務取締役、2016年に代表取締役 取締役社
長に就任後は、当社グループの経営統括責任者として強いリーダーシップをもって企
業体質強化に取り組んで参りました。これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経
営に活かし、企業価値の向上につなげるべく、引き続き取締役として選任をお願いす
るものであります。

所有する当社株式の数
2,300株

当期における
取締役会への出席状況
19／19回（100％）

2 たき ふか じゅん

瀧深 淳 1962年10月14日生 再 任

●略歴ならびに当社における地位及び担当
1986年４月 当社入社
2002年３月 営業本部 第一エリアリーダー
2009年１月 営業本部 東日本営業部長
2010年２月 執行役員 東日本営業部長

2011年11月 執行役員 海外商品本部長
2018年４月 執行役員 国際本部長
2020年５月 上席執行役員 国際本部長
2022年 6 月 取締役常務執行役員 国際本

部長（現任）
●重要な兼職の状況 なし
●取締役候補者とした理由
当社に入社以来業務に精励し、営業本部、国際本部と要職を経験しており、取締役常
務執行役員国際本部長として顕著な実績を残しております。取締役としてふさわしい
人格と見識を有しており、海外事業のパートナーからの信頼も厚く、今後の当社のグ
ローバル展開に資する人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするもので
あります。
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所有する当社株式の数
19,900株

当期における
取締役会への出席状況
19／19回（100％）

3 ふく しま りゅう へい

福島竜平 1963年２月25日生 再 任

●略歴ならびに当社における地位及び担当
1986年４月 当社入社
2004年３月 執行役員新規事業本部長
2008年６月 取締役執行役員総合企画室

長
2010年２月 取締役執行役員商品本部長
2011年11月 取締役執行役員海外事業担

当
2014年４月 取締役執行役員経営サポー

ト本部長
2016年６月 常務取締役執行役員経営サ

ポート本部長 商品本部管
掌

2019年４月 常務取締役執行役員 マー
ケティング本部 経営サポ
ート本部 リスク・コンプ
ライアンス室 総合企画室
管掌

2020年５月 常務取締役執行役員（リス
ク・コンプライアンス室担
当）

2020年６月 取締役常務執行役員（リス
ク・コンプライアンス室担
当）（現任）

●重要な兼職の状況 なし
●取締役候補者とした理由
入社以来、当社の経営企画部門、新規事業部門、管理部門、商品部門、国際事業部門
のマネジメントを幅広く経験して参りました。これらの部門における豊富な業務経験
と十分な知見を有しております。その幅広い職務経験と知見を引き続き取締役として
活かすことにより、当社の企業価値向上に資する者として適任であると考えており、
引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

所有する当社株式の数
4,100株

当期における
取締役会への出席状況
19／19回（100％）

4 おお た つね あり

太田恒有 1971年12月14日生 再 任

●略歴ならびに当社における地位及び担当
1995年 4 月 当社入社
2009年 1 月 営業本部 第三エリア

リーダー
2014年 4 月 商品開発部長
2018年４月 執行役員商品本部長

2019年４月 執行役員営業本部長
2020年６月 取締役上席執行役員

営業本部長（現任）

●重要な兼職の状況 なし
●取締役候補者とした理由
入社以来、営業本部、商品本部の要職を歴任し、これらの部門における豊富な経験と
幅広い知見を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を取締役として活
かすことにより当社の企業価値の向上に資する者として適任であると考え、引き続き
取締役として選任をお願いするものであります。
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所有する当社株式の数
4,500株

当期における
取締役会への出席状況
19／19回（100％）

5 かさ い こう

笠井 洸 1982年８月１日生 再 任

●略歴ならびに当社における地位及び担当
2008年４月 株式会社野村総合研究所

入社
2016年 5 月 株式会社ベイカレント・

コンサルティング入社
2018年４月 同社パートナー
2018年 9 月 当社入社 総合企画室付

執行役員

2019年４月 執行役員総合企画室長
2020年 4 月 執行役員経営企画本部長

兼 デジタル化推進部長
2021年 4 月 執行役員経営企画本部長
2022年 6 月 取締役上席執行役員 経営

企画本部長（現任）

●重要な兼職の状況 なし
●取締役候補者とした理由
入社以来、コンサルティング業界で培われた企業経営に関する豊富な知見を活かし、
強いリーダーシップをもって、当社経営戦略の立案と推進を統括してまいりました。
取締役としてふさわしい人格と見識を有しており、当社の更なる企業価値向上に資す
る人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

所有する当社株式の数
1,100株

当期における
取締役会への出席状況
−／−回（−％）

6 あん どう よし のり

安藤芳徳 1961年10月24日生 新 任

●略歴ならびに当社における地位及び担当
1985年４月 伊藤忠商事株式会社入社
2010年 4 月 同社 欧州食料本部長
2013年４月 UCC 上島珈琲株式会社入

社
2014年 4 月 同社 専務取締役
2018年４月 当社入社 執行役員国際本

部 副本部長

2019年４月 執行役員 マーケティング本
部長

2020年 5 月 上席執行役員 マーケティン
グ本部長

2024年 4 月 上席執行役員 商品本部長
（現任）

●重要な兼職の状況 なし
●取締役候補者とした理由
総合商社、食品メーカーで培った原料調達から商品開発までの知見及びマーケティン
グに関する豊富な経験を活かし、入社以来、商品の企画からマーケティング全般まで
幅広く手腕を発揮しております。取締役としてふさわしい人格と見識を有しており、
当社の企業価値向上に貢献できる人材と判断し、取締役への選任をお願いするもので
あります。
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所有する当社株式の数
0株

当期における
取締役会への出席状況
19／19回（100％）

7 なか やま いさむ

中山 勇 1957年10月12日生 再 任 社 外

●略歴及び当社における地位
1981年４月 伊藤忠商事株式会社入社
2012年４月 同社常務執行役員食料カン

パニーEVP
2013年１月 株式会社ファミリーマート

社長執行役員
2013年５月 同社代表取締役社長
2016年９月 ユニー・ファミリーマート

ホールディングス株式会社
代表取締役副社長
株式会社ファミリーマート
代表取締役会長

2017年５月 日本フランチャイズチェー
ン協会会長

2019年 5 月 カネ美食品株式会社 代表
取締役会長

2020年６月 当社社外取締役（現任）

●重要な兼職の状況
日本食品海外プロモーションセンター執行役（ＣＯＯ）
株式会社アップガレージグループ社外取締役（2024年６月就任予定）

●社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
幅広い食糧及び食の分野における高い専門性を豊富なビジネスの経験と合わせ、企業
経営者としての実績と深い知見を有しております。これらの経験と知見を活かし、当
社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の
強化を期待できることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。
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所有する当社株式の数
0株

当期における
取締役会への出席状況
19／19回（100％）

8 お だ わら か な

小田原加奈 1965年５月28日生 再 任 社 外

●略歴及び当社における地位
1988年４月 サンワ・等松青木監査法人

入所
1992年 6 月 CSKベンチャーキャピタル

株式会社 入社
1998年５月 米国クーパース・ライブラ

ンド 入所
2002年３月 ゼネラル・エレクトリック

社 入社
2009年２月 日本ストライカー・ホール

ディング株式会社 チーフ
ファイナンシャルオフィサ
ー

2013年１月 日本コカ・コーラ株式会社
SVPファイナンスコントロ
ーラー

2013年 7 月 コカ・コーライーストジャ
パン株式会社 社外監査役

2015年４月 アデコ株式会社 取締役管
理本部長 兼 チーフファ
イナンシャルオフィサー
株式会社VSN 取締役

2020年７月 アデコグループ アジアパ
シフィック ヘッドオブス
トラテジー&トランスフォ
ーメーション

2022年 3 月 Odawara
Coaching&Consulting
代表（現任）

2022年 6 月 当社社外取締役（現任）
2023年 8 月 mc21監査法人社員（非常

勤）（現任）

●重要な兼職の状況
Odawara Coaching&Consulting 代表
mc21監査法人社員（非常勤）
丸紅株式会社 社外監査役（2024年6月就任予定）

●社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
複数のグローバル企業の日本法人において最高財務責任者等の要職を歴任し、日本及
び米国の公認会計士という高い専門性とともに、財務管理を中心に企業経営全般、人
材育成及び事業変革に豊富な知識と経験を有しております。これらの知識や経験を活
かし、社外取締役として当社の経営体制及び経営戦略の実行強化に貢献いただけるも
のと期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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所有する当社株式の数
0株

当期における
取締役会への出席状況
−／−回（−％）

9 こ やま くん どう

小山薫堂 1964年６月23日生 新 任 社 外

●略歴及び当社における地位
1985年４月 放送作家活動を開始
2001年10月 放送作家事務所 エヌ三十

五有限会社（現 N35イン
ターナショナル株式会社）
設立 取締役社長（現任）

2006年 9 月 株式会社オレンジ・アン
ド・パートナーズ設立 代
表取締役社長（現任）

2009年 4 月 東北芸術工科大学 デザイ
ン工学部企画構想学科設立
企画構想学科長

2009年10月 熊本県庁地域プロジェクト
アドバイザー（現任）

2012年 3 月 株式会社下鴨茶寮 代表取
締役社長(現任)

2014年 9 月 京都市 京都館 館長（現
任）

2017年 4 月 京都芸術大学 副学長(現任)
2020年７月 2025年日本国際博覧会 テ

ーマ事業プロデューサー
（現任）

2024年 3 月 INCLUSIVE株式会社取締
役（現任）

●重要な兼職の状況
N35インターナショナル株式会社 代表取締役社長
株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 代表取締役社長
熊本県庁地域プロジェクトアドバイザー
株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長
京都市京都館 館長
京都芸術大学 副学長
2025年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー
INCLUSIVE株式会社 取締役

●社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
複数の事業会社の経営、放送作家、脚本家、地方自治体のプロジェクトアドバイザ
ー、大学の副学長、湯道文化振興会の代表理事など様々なご経験と幅広い知見を有し
ております。これらの経験を活かし、実践的・多角的な視点から当社の経営への助言
や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待できることから、社外取
締役への選任をお願いするものであります。

（注）1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 中山勇氏、小田原加奈氏及び小山薫堂氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、中山勇氏、小田原加奈氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお

ります。また、本総会にて小山薫堂氏が選任された場合は、同独立役員として指定し、同取引所に届出る予定であります。
4. 当社は、中山勇氏、小田原加奈氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任
限度額としており、中山勇氏、小田原加奈氏の再任が承認された場合は当該契約を継続し、また小山薫堂氏の選任が承認
された場合は当該契約を新たに締結する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担するこ
とになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契
約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しており
ます。

6. 中山勇氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年となります。
7. 小田原加奈氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
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第４号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役藤野雅史氏が任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いしたいと

存じます。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

所有する当社株式の数
0株

当期における
取締役会への出席状況

19/19回（100％）
当期における
監査役会への出席状況

16/17回（94.1％）

ふじ の まさ ふみ

藤野雅史 1974年３月21日生 再 任 社 外

●略歴及び当社における地位
2000年３月 専修大学大学院経営学研究

科修士課程修了
2003年３月 一橋大学大学院商学研究科

博士後期課程修了
学位：博士(商学)一橋大学

2015年 9 月 日本原価計算研究学会理事
（現任）

2017年４月 日本大学経済学部教授
（現任）

2018年 9 月 日本経営会計専門家研究学
会常務理事（現任）

2020年 6 月 当社社外監査役（現任）

●重要な兼職の状況
日本大学経済学部教授

●社外監査役候補者とした理由
会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計
算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究
経験と専門知識を当社の監査業務に反映していただくため、引き続き社外監査役とし
て選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験は
ございませんが、上記の理由により当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して
いただけるものと判断しております。

（注）1. 監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 藤野雅史氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は藤野雅史氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する

契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額としてお
ります。なお、藤野雅史氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

4. 藤野雅史氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任され
た場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担するこ
とになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。藤野雅史氏が選任された
場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での
更新を予定しております。

6. 藤野雅史氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年となります。
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第５号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項の規定に基づ

き、社外監査役の補欠として、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

むら せ たか こ

村瀨孝子 1955年１月４日生 社 外

●略歴及び当社における地位
1997年４月 弁護士登録

鳥飼・多田・森山経営法律事務所（現
鳥飼総合法律事務所）入所

2005年１月 鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士
（現任）

2015年６月 ニッコー株式会社社外監査役（現任）
当社社外監査役

2020年６月 山一電機株式会社 社外監査役
2022年６月 山一電機株式会社 社外取締役（監査等委

員）（現任）

所有する当社株式の数
0株

●重要な兼職の状況 鳥飼総合法律事務所 パートナー弁護士
ニッコー株式会社 社外監査役
山一電機株式会社 社外取締役(監査等委員)

●補欠監査役候補者とした理由
弁護士としての豊富な経験及び専門的知識を活かし、当社の社外監査役として職務を
遂行した実績があります。なお、同氏は社外役員以外の方法で会社の経営に関与した
経験はございませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行して
いただけるものと判断しており、引き続き補欠監査役として選任をお願いするもので
あります。

（注）１．村瀨孝子氏は、社外監査役候補者であります。
２．村瀨孝子氏は、2023年６月28日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって、当社の社外監査役を退任しております。
３．当社は村瀨孝子氏との間で社外通報窓口に関する業務等の委任を目的とした委任契約を締結しておりますが、その取引額

は僅少（年150万円未満）であります。
４．村瀨孝子氏の選任が承認され、かつ同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額といたします。

５．村瀨孝子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任さ
れた場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担するこ
とになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。村瀨孝子氏が社外監査役
として就任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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第６号議案 取締役の報酬等の額の改定ならびに取締役に対する業績
連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件

1. 提案の理由及び当該報酬制度を相当とする理由
当社の取締役の報酬は、金銭報酬である「基本報酬および業績連動報酬」および、当該金銭報酬とは別枠の非

金銭報酬である「業績連動型株式報酬」で構成されており、金銭報酬においては、取締役の金銭による報酬等の
限度額として、2006年６月28日開催の第34回定時株主総会において、年額240百万円以内、株式報酬について
は、2016年６月28日開催の第44回定時株主総会において、株式報酬の額を対象期間３年間で60百万円以内と
承認いただいております。
当社は、中長期の経営戦略を確実に遂行することにより、株主の皆様のご期待に応え、企業価値の増大の貢献

意識をより一層高めることを目的として、取締役の報酬体系をより業績連動性が高い仕組みへ見直すべく、取締
役の金銭による報酬等の限度額の改定および業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定についてご承認をお
願いするものであります。本議案における取締役の報酬額改定ならびに業績連動型株式報酬制度に係る額および
内容の一部改定は、取締役が株主の皆様の期待に応え、当社の業績向上および株主価値の増大への貢献を高める
ことを目的とし、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容との関係においても、報酬
額の算定の基準、取締役報酬全体に対して占める割合の水準、付与対象となる取締役の人数水準などに照らした
報酬枠として必要かつ合理的な内容であるため、相当であると考えております。
(1) 取締役の金銭による報酬等の限度額の改定
当社取締役の金銭報酬について、業績連動報酬の割合を高めるため、当社取締役の金銭による報酬等の限度額

を、年額360百万円以内（うち社外取締役分として年額38百万円以内）といたしたいと存じます。支給額につい
ては本議案の決議によりご承認いただいた報酬額の範囲内で、独立社外取締役と独立社外監査役の全員で構成す
る独立役員会の答申を踏まえ、取締役会において決定いたします。
なお、従来通り、社外取締役については、基本報酬のみを支払うこととし、業績連動報酬の対象といたしませ

ん。また、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人給与分は含まないものといたしたい
と存じます。
第３号議案「取締役９名選任の件」が原案通り承認可決されますと、本件取締役の金銭による報酬等の限度額

の改定の対象となる取締役の員数は９名（うち社外取締役は３名）となります。

(2) 業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定
当社は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下同じ。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下

「本制度」といいます。）を2016年６月28日開催の第44回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき、
導入に至っております。
本制度の内容の一部改定は、取締役の報酬と当社業績および株主価値との連動性をより明確にし、取締役に当

社のビジョンや経営戦略の実現に向けてより一層のインセンティブを働かせ、中長期的な業績向上および持続的
な企業価値向上に資する実効的な報酬制度とすることを目的として、本年度より、業績評価指標ならびに拠出金
額の上限および交付する株式数の上限を変更するものであります。ただし、改定前の本制度が対象としていた
2023年３月31日および2024年３月31日で終了した事業年度における取締役への株式報酬については、改定前
の本制度に基づき算定するものとします。
なお、本制度の内容の一部改定は、独立社外取締役と独立社外監査役の全員で構成する独立役員会における審

議を経ております。
第３号議案「取締役９名選任の件」が原案通り承認可決されますと、本制度の対象となる取締役の員数は６名

となります。
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2. 本制度における報酬等の額·内容等
(１) 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に当
社株式の交付を行う株式報酬制度です（詳細は(2)以降のとおり）。

① 本議案の対象となる当社株式の交付の対象者 当社の取締役（社外取締役を除きます。）

② 本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限（(2)のとおり。）

・３事業年度を対象として、103百万円
・ただし、本制度の内容の一部改定後の当初は、当初対象期間で
ある１事業年度およびその次の対象期間である３事業年度を合わ
せた４事業年度を対象として、137百万円

当社株式の取得方法（(2)のとおり。）および取締役に交付が
行われる当社株式数の上限（(3)のとおり。）

・３事業年度を対象として、取締役に付与されるポイントの総数
の上限は31,000ポイント
・ただし、本制度の内容の一部改定後の当初は、当初対象期間で
ある１事業年度およびその次の対象期間である３事業年度を合わ
せた４事業年度を対象として、取締役に付与されるポイントの総
数の上限は41,000ポイント
・１ポイントは当社株式１株とし、取締役に付与される１事業年
度当たりの平均に相当する株式数の当社発行済株式総数（2024
年３月31日時点。自己株式控除後。）に対する割合は約0.03％
・当社株式は、株式市場または当社（自己株式処分）から取得予
定

③ 業績達成条件の内容
（(3)のとおり。）

・自己資本利益率（ROE）およびESG等の目標達成度等に応じ
て変動

④ 取締役に対する当社株式の交付の時期（(4)のとおり。） ・退任時

(２) 当社が拠出する金員の上限
本制度は、連続する３事業年度（以下「対象期間」といいます。）を対象とします。

ただし、本年度から実施する改定後の本制度の対象期間については、１事業年度（2025年３月31日で終了する
事業年度）（以下「当初対象期間」といいます。）のみを対象期間とします。
当社は、対象期間ごとに合計103百万円（本制度の内容の一部改定後の当初は、当初対象期間およびその次の

対象期間を合わせた４事業年度分として137百万円）を上限とする金員を、取締役への報酬として拠出し、受益
者要件を充足する取締役を受益者とする信託期間３年間（本制度の内容の一部改定後の当初は４年間）の信託
（以下「本信託」といいます。）を設定します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金銭を原資とし
て当社株式を株式市場または当社（自己株式処分）から取得します。当社は、信託期間中、取締役にポイント
（下記(3)のとおり。）の付与を行い、取締役の退任時にポイント数に相当する当社株式の交付を本信託から行いま
す。
なお、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更および追加信託を行

うことにより、本制度を継続することがあります。その場合、本信託の信託期間を３年間延長するとともに、翌
３事業年度を新たな対象期間とし、当社は、新たな対象期間ごとに、合計103百万円の範囲内で、追加拠出を行
い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対するポイントの付与および当社株式の交付を継続します。
ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託契約の変更時に信託財産内に残存する当社株式（取締役に

付与されたポイントに相当する当社株式で交付が未了であるものを除く。）および金銭（以下「残存株式等」と
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いいます。）があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、103百万円の範囲内としま
す。

(3) 取締役に交付が行われる当社株式数の算定方法および上限
取締役には、信託期間中に毎年一定の時期に、役位に応じたポイント（以下「付与ポイント」といいます。）

が付与されます。また、付与ポイントの一定割合は、対象期間中の最終事業年度終了後（当初対象期間中は
2025年３月31日で終了する事業年度終了後）、自己資本利益率(ROE)およびESG等の目標達成度等に応じて、付
与ポイントの合計について加算または減算します。
１ポイント=１株とし、信託期間中に株式分割・株式併合等のポイント数の調整を行うことが公正であると認

められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じた調整がなされます。取締役には、取締役退任時に、
付与されたポイント数の累積値（以下「累積ポイント数」といいます。）に応じた当社株式の交付が行われます。
当社の取締役に付与されるポイントの総数の上限は、３事業年度を対象として、31,000ポイント（31,000株

相当）（本制度の内容の一部改定後の当初は、当初対象期間およびその次の対象期間を合わせた４事業年度を対
象として41,000ポイント（41,000株相当））とします。ポイントの総数の上限は、上記(2)の信託金上限額を踏
まえて、株価の推移を参考に設定しています。

(4） 取締役に対する当社株式の交付の時期および方法
受益者要件を充足した取締役は、当該取締役の退任時に、上記(3)に基づき算出される累積ポイント数に相当す

る当社株式の交付を受けるものとします。
なお、信託期間中に取締役が国内非居住者となった場合、原則としてその時点で付与されているポイントに応

じた当社株式について、本信託内で換価した上で、その換価処分相当額の金銭の給付を当該取締役が受けるもの
とし、また、信託期間中に取締役が死亡した場合、原則としてその時点における累積ポイント数に応じた当社株
式について、本信託内で換価した上で、当該取締役の相続人がその換価処分相当額の金銭の給付を受けるものと
します。

(5） 本信託内の当社株式に関する議決権
本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使しないもの

とします。

(6） 本信託内の当社株式の配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当金は、本信託が受領し、当社株式の取得資金や本信託の信託報酬等に充てま

す。

(7) クローバック制度等
取締役に重大な不正・違反行為等が発生した場合、当該取締役に対し、本制度における交付予定株式の受益権

の没収（マルス）ならびに交付した株式等相当の金銭の返還請求（クローバック）ができるものとします。

(8) その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、信託契約の変更および本信託への追加拠出の都度、取締役会におい

て定めます。

（ご参考）
当初対象期間から当社と委任契約を締結する執行役員についても本制度の対象者に追加する予定です。

なお、本議案が承認可決された場合、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」は、以下のとおり改定
されます。
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取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
１．基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と

連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方
針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、短期インセンティブ報酬として
の業績連動報酬および中長期インセンティブ報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役に
ついては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に
関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、基本報酬とその他手当から構成され、役位、職責、他社

水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案し、任意の諮問機関である独立役員会の答
申を踏まえ、取締役会において決定するものとする。

３．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与
える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬ならびに非金銭報酬については、業績等によって変動する業績連動報酬および株式報酬から構成

される。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（ＫＰＩ）を反映した現金報酬

とし、各事業年度の連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益および各取締役の個人目標等
（各事業本部を管掌する取締役は、管掌事業本部の目標を含む）に対する達成度合いに応じて、任意の諮問機関
である独立役員会の答申を踏まえ、取締役会においてその支給額を決定し、当該定時株主総会後に一括で支給す
る。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう各事業年度ごとに設定し、適宜、環境の変化
に応じて、任意の諮問機関である独立役員会の答申を踏まえ、見直しを行うものとする。
株式報酬は、取締役を対象に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的

としており、中期経営計画の会社業績との連動制が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度を導入する。現
在導入している制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「ＢＩＰ信託」という。）と称さ
れる仕組みを採用しており、ＢＩＰ信託とは、米国の業績連動型の株式報酬（Performance Share）制度及び
譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、各役
員の職責及び業績目標の達成度に応じて取締役にＢＩＰ信託により取得した当社株式を交付するものである。
当社は、取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信

託を設定し、当該信託は予め定める役員株式交付規程に基づき取締役に交付すると見込まれる数の当社株式を、
当社（自己株式処分）または株式市場から取得する。
その後、当社は役員株式交付規程に従い、取締役に対し各事業年度における職責に応じてポイント（以下「付

与ポイント」という。）を付与し、付与ポイントの一定割合は、中期経営計画終了後、自己資本利益率（ROE）
およびESG等の目標達成度等に応じて、付与ポイントの合計に対して加算または減算する。原則として、取締役
退任時に付与されたポイント数の累積値に相当する当社株式を当該信託を通じて交付する。

４．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬の額の取締役会の個人別の報酬等の額に対する割合の
決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業

をベンチマークとする報酬水準を鑑み、上位の役位ほど業績連動のウェイトが高まる構成とし、任意の諮問機関
である独立役員会の答申を踏まえ、取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安として、基本報酬および業績連動報酬ならびに株式報酬の合計を100％



株主総会参考書類

24

とすると、おおよそ次のようになる。

役位 基本報酬 業績連動報酬 株式報酬

代表取締役 取締役社長 67% 25% 8%

取締役常務執行役員 71% 22% 7%

取締役上席執行役員 71% 22% 7%

５．任意の諮問機関である独立役員会について
独立役員会は、独立社外取締役と独立社外監査役をもって構成する。
独立役員会は、取締役社長の任意の指名・報酬委員会として、取締役の報酬に関する事項等について、取締役

社長の諮問に応じ答申する。
取締役会の報酬等の額の決定過程においては、取締役社長が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく

評価を行い、それを独立役員会へ諮問し、そこからの答申を受けた上で、取締役会で決議する。
以 上
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（ご参考）本定時株主総会後の取締役・監査役（予定）のスキル・マトリックス

氏名 当社における
地位

期待される役割・専門性

経営全般 商品開発・
マーケティング

グローバル・
Ｍ＆Ａ ＥＳＧ 法務・リスク

マネジメント 財務・会計 人材マネジ
メント

取
締
役

中 村 栄 輔 代表取締役 ● ● ● ● ●

瀧 深 淳 常務執行役員 ● ● ●

福 島 竜 平 常務執行役員 ● ● ●

太 田 恒 有 上席執行役員 ● ●

笠 井 洸 上席執行役員 ● ●

安 藤 芳 徳 上席執行役員 ● ● ●

中 山 勇 社外取締役 ● ● ● ●

小田原 加奈 社外取締役 ● ● ● ●

小 山 薫 堂 社外取締役 ● ● ● ●

監
査
役

永 井 正 彦 常勤監査役 ● ●

臼 井 司 常勤監査役 ● ●

藤 野 雅 史 社外監査役 ● ●

松 村 卓 治 社外監査役 ● ●

■上記一覧表は、各氏の有する全ての知見・経験を表すものではありません。
■社外取締役・監査役については、特に当社経営に貢献することが期待される分野を表しております。



連結売上高 連結経常利益

連結営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益

930億58百万円

41億85百万円

43億92百万円

25億73百万円

前年度比 9.4％増

前年度比 ー％

前年度比 ー％

前年度比 ー％
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1 当社グループの現況に関する事項
1. 当連結会計年度の事業の状況
❶ 当期の経営成績
当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う経済活動の正常化が進んだほか、人

流の増加や個人消費の持ち直しの動きもあり外食需要の回復が見られました。一方で、物価高騰による消費者の
生活防衛意識の高まりに加え、急速な円安による調達費用の上昇や物流費およびエネルギー価格の高騰等、依然
として先行き不透明な状況が続いております。
このような環境の中、基幹事業である国内モスバーガー事業においては、前年度に実施した価格改定や店舗数

増加、キャンペーン商品好調による売上増で、各種コストの上昇分を吸収したほか、全社的に費用対効果を意識
することで販管費の抑制を徹底し、利益の改善に取り組みました。海外事業では、コロナ後の人流の変化に対応
すべく、既存店の強化に努めるとともに、不採算店舗の閉店や本社経費の抑制など、収益性の改善に取り組みま
した。
また、ＥＳＧの観点から当社グループのマテリアリティ（重要課題）を、①食と健康、②店舗と地域コミュニ

ティ、③人材育成と支援、④地球環境の４つに定め、事業活動を通じて社会に向けた価値創造に取り組んでおり
ます。
これらの結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高930億58百万円(前年度比9.4％増)、営業利益41億85百

万円(同41億44百万円の増益)、経常利益43億92百万円(同40億36百万円の増益)となり、最終損益は主に投資有
価証券売却益が増加した一方、減損損失の増加及び利益の増加に伴い税金費用が増加したこと等により、親会社
株主に帰属する当期純利益は25億73百万円(前年度は親会社株主に帰属する当期純損失３億17百万円)となりま
した。

（注）前年度比がマイナスまたは1000%を超えるものについては、表示を省略しております。
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セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

国内モスバーガー事業では、前年度に実施した価格改定により客単価が上昇したことに加えて、後述する様々
な施策により客数をほぼ前年度並みに維持することができました。お客様のニーズに合わせた商品・マーケティ
ング展開に加え、お客様との接点を強化するため、未開拓エリアへの出店や地域に密着した店舗運営を推進した
ことで、売上高・セグメント利益（営業利益）ともに前年度を上回ったほか、当年度の既存店売上高も105.6％
と前年度を上回り、順調に推移しております。
モスバーガー既存店および全店実績（2023年４月〜2024年３月） （前年度比）

既存店売上高 既存店客数 既存店客単価 全店売上高

105.6％ 99.8％ 105.8％ 107.9％

商品・マーケティング施策
当連結会計年度においては、「家族みんながワクワクする、モスらしい感動体験」を提供することをテーマに、

ブランドキャラクターとして女優・永野芽郁さんを起用し、「おっ！MOS品質」を合言葉に、“おいしさ” と
“あんしん” へのこだわりと創業以来守り続けている「MOS品質」を訴求しました。主として、以下の施策を展
開いたしました。

春キャンペーン

「半熟風たまご」と「テリヤキバーガー」の組み合わせに、モスオリジナルの国産チーズ
を合わせた「とろったまチーズ テリヤキバーガー 〜北海道産ゴーダチーズ使用〜」を販
売したほか、“エシカル” を商品開発のコンセプトに、鹿児島県南九州市で陸上養殖され
たブランド海老「白姫えび」をソースに使用した「エビマヨソースの海老カツバーガー」
「エビグラスソースの海老カツバーガー」を販売し好評をいただきました。

夏キャンペーン 当社の看板商品「モスバーガー」をアレンジし、こだわりの白いチーズソースをふんだん
にかけた「白いモスバーガー」を販売し好評をいただきました。

秋キャンペーン 昔ながらの秋の風物詩である「お月見」をイメージし、半熟風たまごを使用した季節感を
楽しめる商品「月見フォカッチャ」をリニューアルし復活販売いたしました。

冬キャンペーン

前年度に好評をいただいた「一頭買い 黒毛和牛バーガー」をリニューアルし、11月から
販売いたしました。第１弾として発売した「一頭買い 黒毛和牛バーガー シャリアピンソ
ース〜トリュフ風味〜」は、当初予定していた販売目標数を前倒しで達成したため、第２
弾の「一頭買い 黒毛和牛バーガー 特製テリヤキソース〜ゆず胡椒風味〜」に順次切り替
えました。
韓国コチュジャンを使用した “刺激的” で “やみつき” な辛さがポイントの「辛旨 ヤン
ニョムのとり竜田バーガー 〜なめらかチーズソース〜」を販売し好評をいただきました。
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地域限定商品

日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、日本各地の食材や特色を活かした魅力ある
商品を、エリア限定商品として展開いたしました。
＜関西エリア＞
「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」
＜東北エリア＞
「東北産豚のみそ焼きバーガー 福島県産みそ使用」
＜東海エリア＞
「みそカツバーガー 八丁味噌使用」
「みそカツライスバーガー 八丁味噌使用」

店舗施策
これまで未開拓であった、都市部の住宅地近接のコンパクトな物件等、多様な立地に適応した店舗づくりを推

進いたしました。また、キッチン設備や機器を充実させ、省力化を図ったほか、コロナ禍で短縮していた営業時
間の適正化に引き続き取り組みました。
2023年度出退店実績（2023年４月〜2024年３月） （2023年３月末比）

出店 退店 店舗数 増減

37 16 1,313 ＋21

デジタル技術の活用
デジタル技術を活用し、ＣＸ（お客様の体験価値）とＥＸ（社員や店舗メンバーの働きがい）の向上に取り組

んでおります。人手不足の対応として、フルセルフレジやソフトコール、番号表示パネル等、ＩＴ技術を活用し
た店舗づくりを引き続き推進いたしました。お客様の利便性向上に向けた対応としては、レジに並ばずにスマホ
を利用してテーブルで注文いただくシステムや、パーキングオーダーを試験的に導入いたしました。
ＥＳＧへの取り組み
モスグループの各事業を通じて社会課題の解決に貢献するために、環境・社会・ガバナンス（ＥＳＧ）の観点

から４つのマテリアリティ（重要課題）を特定し、サステナビリティ経営を通じてさらなる企業価値の向上を推
進しております。
主な取り組み（2023年４月〜2024年３月）
モスバーガー店舗で着用するコスチ
ューム変更

従業員の「働きやすさ」を追求し、快適さ、機能性と着心地の良さを
重視したコスチュームに変更

コールドドリンク容器を紙製に変更 コールドドリンクのカップをプラスチック製から紙製に変更
これにより、１年間で約670トンのプラスチック削減見込み

モスファーム熊本で非食用米の本格
生産開始

モスバーガー全店で使用する「ライスレジン®」（国産非食用米を25％
配合したバイオマスプラスチック）製のテイクアウト用カトラリー
（スプーン、フォーク）１年分をモスファーム熊本で賄うことが可能に

「新潟MOSごと美術館2023」開催
障がいのある方の社会参加支援を目的に、新潟県にお住まいの障がい
のある方々が描いたアート作品をモスバーガー店舗やモスフードサー
ビス本社オフィスで展示

温室効果ガス排出量を５％以上抑え
て作ったレタスを広島県のモスバー
ガーで使用開始

農林水産省が推進している『温室効果ガスの「見える化」ラベル』を、
広島県内のモスバーガー店舗内に掲示するとともに、温室効果ガス排
出量を５％以上抑えて生産しているレタスを「テリヤキバーガー」な
どレタスを使用するすべてのメニューに使用



テリヤキバーガー エビマヨソースの
海老カツバーガー

モスライスバーガー
＜ガパオ＞モス越ウォーターボトル

大手百貨店とのコラボ企画で販
売された「M」のマークが特徴
的な商品。

おなじみのライスバーガーを、オ
ンラインショップ限定の味で販売。

発売後５０周年を迎えた、モス
バーガーに並ぶ象徴的な商品。

環境への負荷が少ない方法で
養殖された「白姫えび」をソー
スに使用した商品。

CLOSE UP
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広 島 市 内 店 舗 で 分 身 ロ ボ ッ ト
「OriHime」が接客

子育てや介護、身体障がいなどの社会的ハンディキャップにより外出
困難な人の分身として、店舗勤務を可能とする分身ロボット
「OriHime」を広島市内店舗で実験導入
これまでに「OriHime」は「モスバーガー原宿表参道店」で導入して
いるほか、福岡県や北海道でも実験導入済み

第24回グリーン購入大賞で優秀賞を
受賞

国内モスバーガー全店舗でのエコマーク認定取得など「環境に配慮し
た飲食店」実現への取り組みが評価され、第24回グリーン購入大賞に
おいて、優秀賞（農林水産特別部門）を受賞

定期昇給とベースアップで社員給与
を平均８％引き上げ

物価上昇による社員の生活への不安軽減および会社への信頼やエンゲ
ージメントの向上を目的に、当社に在籍する全社員約650名を対象に
賃金引き上げを決定

音楽レーベル “MOS RECORDS”
を立ち上げデビュー支援

モスバーガーで働きながらアーティストデビューを目指しているスタ
ッフをチェーン内で公募し、最優秀者にはモスレコーズが配信デビュ
ーに必要な活動を全面的に支援する企画を３月に発表し、４月より応
募の受付を開始

新たな事業展開
モスブランドを活用した新たな事業を展開するマーチャンダイジング事業では「モス公式オンラインショップ

〜Life with MOS〜」内に、「モスライスバーガー専門店」を８月よりオープンいたしました。海外モスバーガ
ー店舗で実績のある商品をアレンジした「モスライスバーガー＜ガパオ＞」などに加え、「モスライスバーガー
専門店」オリジナルの新商品として、「モスライスバーガー＜韓国風ピリ辛ポーク＞」の販売を開始いたしまし
た。
今後も海外店舗の限定商品や、国内店舗で過去に人気だった商品の復刻、オリジナル商品の開発など、モスラ

イスバーガー専門店ならではの商品を取り揃え、ブランドの価値向上とともに、新たな収益源へと育ててまいり
ます。
以上の事業活動の結果、国内モスバーガー事業の売上高は733億80百万円(前年度比10.0％増)となり、セグメ

ント利益（営業利益）は58億62百万円(同184.2％増)となりました。



海外事業
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海外事業では、主要な連結子会社での価格改定や円安による増収効果もあり、売上高が増加したほか、商圏の
変化および人流の変化に合わせた不採算店舗の閉店や本社経費の抑制に取り組み、セグメント利益（営業利益）
も改善しております。
店舗数は、積極的にスクラップ＆ビルドを実施した結果、一部地域では店舗数を減少させておりますが、全体

では、１店舗増の456店舗となりました。
マーケティングは、日本の食文化を大切にした定番商品の販売に加え、現地の嗜好を取り入れたローカライズ

商品を販売するなど、地域に根差した店舗および商品展開を進めております。
なお、海外事業に属する関係会社の会計年度は2023年１月から12月であるため、同期間の情報を記載してお

ります。

主要な連結子会社（シンガポール、香港、魔術食品工業（食品製造））
シンガポールでは、不採算店舗の見極めと整理、物流コストと本社経費の削減に取り組みました。原材料費の

高騰を背景に、７月から一部商品において価格改定を実施し、価格の適正化に取り組んでおります。
香港では、本社経費の削減や調達の工夫による原価率低減を図りました。不採算店舗については、サービス向

上と収益性の改善に向けて店舗ごとに対策を講じております。また、７月に一部商品において価格改定を実施
し、来店客数の維持と客単価上昇による収益性改善に取り組みました。
また、来店施策として海外でも人気のアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションした物販施策をシンガポー

ルと香港で実施し好評をいただきました。
海外店舗の主要な食品の製造を担う台湾の魔術食品工業では、収益性の改善や新たな販路開拓、新商品開発に

取り組んでおります。



アメージングエビカツ
バーガー（韓国）

黒米ライス
バーガー（中国）

サンバルチキンバーガー
（シンガポール）

カレートンカツ
バーガー（タイ）

CLOSE UP

現地でおなじみの調味料で味
付けした、建国記念日をお祝
いする商品。

日本のカツカレーをイメージし
た、ボリュームのある商品。

栄養価の高い食材を使用し、
健康にもこだわった現地おな
じみの商品。

エビを使用した食材を２種類挟
んだ、エビを堪能できる商品。
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主要な関連会社（台湾）
台湾では、海外からの観光客の増加や国内旅行の活性化を背景に、飲食店への需要が高まっております。一方

で、鶏肉など原材料価格が徐々に上昇していることから、コストの見直しなどに取り組んでおります。

海外事業の店舗数 （2023年12月末時点、増減：2022年12月末比）
国・地域名 台湾 シンガポール 香港 タイ インドネシア
店舗数 305 42 49 29 0

増減数 +3 △7 ＋4 ＋3 △2

国・地域名 中国 オーストラリア 韓国 フィリピン 合 計

店舗数 6 3 14 8 456

増減数 ±0 ±0 △1 ＋1 ＋1
以上の事業活動の結果、海外事業の売上高は168億13百万円(前年度比7.5％増)、セグメント利益（営業利益）

は23百万円(前年度はセグメント損失（営業損失）２億51百万円）となりました。



その他飲食事業
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その他飲食事業は、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う客数の回復等により売上高が回復し、加えて
前年度に不採算店舗の整理が一段落したことにより、セグメント損益も改善しております。本社経費を除く店舗
損益ベースでは黒字化しており、本社経費を含むセグメント損益の黒字化も視野に入ってきております。
新たな取り組みとしては、紅茶専門店「マザーリーフ」と株式会社ドウシシャとの初のコラボレーション商品

「マザーリーフ監修 さくさくミニクロワッサンラスク ロイヤルミルクティー風味」を12月より順次、全国のス
ーパー、小売店などを通じて発売し、「マザーリーフ」の認知度向上とブランディング強化に取り組みました。
引き続き、商品力の強化、サービス品質の向上、テイクアウトやデリバリーの拡大を図り、収益力の改善を進

めてまいります。

その他飲食事業概要 （2024年３月末時点）
事業 事業の内容 店舗数

マザーリーフ スリランカの茶園直送の紅茶とアメリカンワッフルを提供する紅茶専門店 12

モスド モスバーガーとミスタードーナツとのコラボレーションショップ 1

モスプレミアム グルメバーガーとお酒が楽しめるフルサービスレストラン 2

ミアクッチーナ フードコート向けパスタ専門店 1

カフェ
山と海と太陽 バリエーション豊かなドリンクとハンバーガーを提供するカフェ店舗 1

あえん 四季折々の旬菜料理を提供する和風レストラン 6

合計 23

以上の事業活動の結果、その他飲食事業の売上高は18億38百万円(前年度比2.6％増)、セグメント損失（営業
損失）は92百万円(前年度比１億19百万円の損失減)となりました。



その他の事業
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その他の事業では、株式会社エム・エイチ・エスは衛生、株式会社モスクレジットは金融・保険・設備レンタ
ル、株式会社モスシャインはグループ内業務のアウトソーシング等により主に国内モスバーガー事業やその他飲
食事業を支援しております。
これらによるその他の事業の売上高は10億26百万円(前年度比11.6％増)となり、前年度に一時的に減少した

設備レンタルに係る費用の増加等により、セグメント利益（営業利益）は４億99百万円(同26.8％減)となりまし
た。

なお、当社グループの事業セグメント別の売上高及びセグメント利益又は損失（△）は、次のとおりでありま
す。

事業セグメントの名称 当連結会計年度
（百万円）

前連結会計年度
（百万円）

増 減
（百万円）

増減率
（％）

売 上 高
国内モスバーガー事業 73,380 66,713 6,667 10.0

海外事業 16,813 15,634 1,179 7.5

その他飲食事業 1,838 1,792 46 2.6

その他の事業 1,026 919 106 11.6

計 93,058 85,059 7,998 9.4

セグメント利益又は損失(△)
国内モスバーガー事業 5,862 2,062 3,799 184.2

海外事業 23 △251 275 −

その他飲食事業 △92 △211 119 −

その他の事業 499 682 △182 △26.8

計 6,292 2,281 4,010 175.8
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❷ 設備投資等の状況
当連結会計年度中において実施した、当社グループの設備投資の総額は、50億58百万円であります。
事業セグメントの設備投資のうち主なものは、次のとおりであります。

ａ）国内モスバーガー事業
投資目的 名 称 完成年月 備 考

直 営 営 業 店 舗 高 田 馬 場 四 丁 目 店 2023年９月 新 設
（建 物 附 属 設 備 等）

直 営 営 業 店 舗 宇 治 半 臼 店 2023年９月 新 設
（建 物 附 属 設 備 等）

直 営 営 業 店 舗 豊 洲 駅 前 店 2024年２月 新 設
（建 物 附 属 設 備 等）

ｂ）海外事業
投資目的 名 称 完成年月 備 考

直 営 営 業 店 舗
（シ ン ガ ポ ー ル） マリーナ ベイ リンクモール店 2023年１月 新 設

（建 物 附 属 設 備 等）
直 営 営 業 店 舗
（香 港） サイガオルーンシーチュウセンター店 2023年１月 新 設

（建 物 附 属 設 備 等）
直 営 営 業 店 舗
（香 港） ヘ ン オ ン ウ イ ゴ ー モ ー ル 店 2023年４月 新 設

（建 物 附 属 設 備 等）
直 営 営 業 店 舗
（香 港）

カ オ ル ー ン ス テ ー シ ョ ン
エ ク ス プ レ ス 店 2023年10月 新 設

（建 物 附 属 設 備 等）

ｃ）その他飲食事業
投資目的 名 称 完成年月 備 考

直 営 営 業 店 舗 玄 米 食 堂 あ え ん
ア コ ル デ 代 々 木 上 原 店 2023年６月 新 設

（建 物 附 属 設 備 等）

❸ 資金調達の状況
当社及び株式会社モスクレジットは、効率的な資金調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結

しております。当連結会計年度末日における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりでありま
す。

貸出コミットメントの総額 6,000百万円
借入実行残高 −百万円
借入未実行残高 6,000百万円
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2. 財産及び損益の状況の推移
回 次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期

（当連結会計年度）
決算年月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月

売上高 （百万円） 68,985 71,972 78,447 85,059 93,058
経常利益 （百万円） 1,232 1,427 3,634 356 4,392
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 365 997 3,419 △317 2,573
１株当たり当期純利益 （円） 11.84 32.34 110.91 △10.31 83.45
総資産 （百万円） 64,348 64,827 69,602 74,479 79,711
純資産 （百万円） 45,100 45,338 48,576 48,091 52,086
配当性向 （％） 236.5 68.0 25.2 − 33.6
自己資本当期純利益率（ROE） （％） 0.8 2.2 7.3 △0.7 5.2
総資産経常利益率（ROA） （％） 2.0 2.2 5.4 0.5 5.7
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3. 重要な親会社及び子会社の状況
❶ 親会社との関係
該当する親会社はありません。
❷ 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社エム・エイチ・エス 百万円 ％ 食 品 衛 生 検 査 業 務10 100.00
株式会社モスクレジット 百万円 ％ 金 融 及 び 保 険 業 務300 100.00
株式会社モスストアカンパニー 百万円 ％ 飲 食 店 の 経 営100 100.00
株式会社モスシャイン 百万円 ％ グループ内アウトソーシング業務10 100.00
モスフード・シンガポール社 百万シンガポールドル ％ 飲 食 店 の 経 営18 100.00
魔術食品工業股份有限公司 百万台湾ドル ％ 食 品 製 造 業 務270 84.97
モスフード香港社 百万香港ドル ％ 飲 食 店 の 経 営22 100.00
モスサプライ・フィリピン社 百万フィリピンペソ ％ 食 材 供 給 業 務10 60.00
モストレーディング・ベトナム社 百万ベトナムドン ％ 〃2,350 74.00

❸ 重要な関連会社の状況
会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

紅梅食品工業株式会社 百万円 ％ 食 品 製 造 業 務100 22.16
タミー食品工業株式会社 百万円 ％ 〃39 23.08
安心食品服務股份有限公司 百万台湾ドル ％ 飲 食 店 の 経 営323 25.00
モスバーガー・タイランド社 百万タイバーツ ％ 〃356 25.70
モスバーガーコリア社 百万韓国ウォン ％ 〃20,571 46.41

モスバーガー・フィリピン社 百万フィリピンペソ ％
〃200 35.00

（注）前連結会計年度において持分法適用の関連会社であったモスバーガー・ベトナム社については、当連結会計年度において当社
の全持分を売却したため、持分法適用の関連会社から除外しております。
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4. 対処すべき課題
新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う経済活動の正常化が進んだほか、人流の増加や個人消費の持ち

直しの動きもあって外食需要の回復が見られました。一方で、物価高騰による消費者の生活防衛意識の高まりに
加え、急速な円安による調達費用の上昇や物流費およびエネルギー価格の高騰等、依然として先行き不透明な状
況が続いております。厳しい経営環境下ではありますが、お客様の生活様式の変化に対応しつつ、ブランド価値
および業績のさらなる向上を目指し、以下の取り組みを実施してまいります。

①国内モスバーガー事業（マーチャンダイジング事業を含む）
お客様のニーズを起点とするマーケティングをもとにオリジナルな差別化商品を開発し、SNSなどのデジタル

施策のさらなる強化やスタッフの高いホスピタリティによって、お客様の身近な存在となり、新たなファンや利
用機会の創出を図ります。また、商圏や立地、客層、多様化するニーズに合わせて柔軟に商品やサービス、店舗
形態を変えていく取り組みを推進するほか、店舗数増による成長とＩＴ技術の活用などによる既存店の運営力向
上を図ってまいります。また、マーチャンダイジング事業では、ECサイトの「モスライスバーガー専門店」をは
じめ、当社のブランドを活かした商品展開やビジネス領域の拡大を通じて収益基盤を築いてまいります。

②海外事業
日本の食文化を大切にした定番商品に加え、現地の嗜好を取り入れたローカライズ商品の販売や、地域に根差

した店舗展開を進め、日本発の外食チェーンとしてモスブランドの定着を図ってまいります。さらに、管理コス
ト抑制や不採算店舗の閉店に継続して取り組むとともに、商圏の変化およびお客様のニーズの変化を捉えたマー
ケティングと個店ごとの販売力強化、リブランディングに取り組んでまいります。

③その他飲食事業
サービスレベルの向上やテイクアウト、デリバリーの拡大など運営力をさらに磨き上げ、成長事業へと育てる

べく取り組んでまいります。また、当社オリジナルの茶葉を活用した紅茶の卸売事業も強化してまいります。

④ＳＤＧｓの推進
経営理念に基づき、事業活動を通じて社会課題の解決と価値の創造に取り組み、当社の基本方針にある「心の

やすらぎ」「ほのぼのとした暖かさ」を世界の人々に広げていくことを目指します。



事業報告

38

5. 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
国内モスバーガー事業、海外事業、その他飲食事業、その他の事業

6. 主要な営業所及び工場（2024年３月31日現在）

❶ 国内モスバーガー事業 [国内] 東京都 株式会社モスフードサービス
東京都 株式会社モスストアカンパニー
東京都 紅梅食品工業株式会社
東京都 タミー食品工業株式会社

❷ 海外事業 [台湾] 魔術食品工業股份有限公司
安心食品服務股份有限公司

[シンガポール] モスフード・シンガポール社
[香港] モスフード香港社
[タイ] モスバーガー・タイランド社
[韓国] モスバーガーコリア社
[フィリピン] モスバーガー・フィリピン社

モスサプライ・フィリピン社
[ベトナム] モストレーディング・ベトナム社

❸ その他飲食事業 [国内] 東京都 株式会社モスフードサービス
❹ その他の事業 [国内] 東京都 株式会社エム・エイチ・エス

東京都 株式会社モスクレジット
東京都 株式会社モスシャイン

7. 従業員の状況（2024年３月31日現在）

❶ 当社グループの従業員の状況
事 業 区 分 従業員数 前連結会計年度末比増減

国 内 モ ス バ ー ガ ー 事 業 668 （1,422）名 6 （47）名
海 外 事 業 567 （1,184） 2 （169）
そ の 他 飲 食 事 業 62 （110） △6 （△6）
そ の 他 の 事 業 26 （16） 3 （4）

報 告 事 業 計 1,323 （2,732） 5 （214）
全 社 （共 通） 87 （12） 6 （2）

合 計 1,410 （2,744） 11 （216）
（注）1. 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。
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❷ 当社の従業員の状況
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

529（474）名 3（23）名 41.9歳 15.0年 6,350,313円

事 業 区 分 従業員数 前事業年度末比増減
国 内 モ ス バ ー ガ ー 事 業 366 （352）名 8 （27）名
海 外 事 業 14 （0） △5 （0）
そ の 他 飲 食 事 業 62 （110） △6 （△6）

報 告 事 業 計 442 （462） △3 （21）
全 社 （共 通） 87 （12） 6 （2）

合 計 529 （474） 3 （23）
（注）1. 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

女性管理職率 女性役員率（取締役、監査役）
18.2％ 23.1％

8. 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

借入先 借入額
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 400 百万円
株式会社三井住友銀行 400 百万円
株式会社みずほ銀行 400 百万円
株式会社りそな銀行 240 百万円
三井住友信託銀行株式会社 240 百万円
株式会社ＳＢＩ新生銀行 240 百万円
株式会社千葉銀行 240 百万円
株式会社横浜銀行 240 百万円
株式会社京都銀行 240 百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 240 百万円

9. その他当社グループの現況に関する重要な事項
特に記載すべき事項はありません。
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2 株式に関する事項（2024年３月31日現在）

❶ 発行可能株式総数 101,610,000株

❷ 発行済株式の総数 32,009,910株

❸ 株主数 45,911名（前期末比886名増）

❹ 大株主

株 主 名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,723,100株 8.70％

紅梅食品工業株式会社 1,400,000 4.47

株式会社ダスキン 1,315,600 4.20

株式会社ニットー 1,214,704 3.88

日本生命保険相互会社 1,209,097 3.86

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 761,500 2.43

山崎製パン株式会社 718,382 2.29

STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 385,900 1.23

JP MORGAN CHASE BANK 385781 375,273 1.19

モスフードサービス協力会社持株会 319,300 1.02

（注）1. 当社は、自己株式731,139株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

3 新株予約権等に関する事項
1. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。

2. 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対して交付された新株予約権
に関する事項

該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
1. 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 取 締 役 社 長 中 村 栄 輔

取 締 役 常 務 執 行 役 員 瀧 深 淳 国際本部長 兼 国際部長

取 締 役 常 務 執 行 役 員 福 島 竜 平 リスク・コンプライアンス室担当

取 締 役 常 務 執 行 役 員 内 田 優 子 開発本部長 兼 新規飲食事業部長

取 締 役 上 席 執 行 役 員 太 田 恒 有 営業本部長

取 締 役 上 席 執 行 役 員 笠 井 洸 経営企画本部長

取 締 役 髙 岡 美 佳
立教大学経営学部教授
共同印刷株式会社 社外取締役
SGホールディングス株式会社 社外取締役
株式会社ファンケル 社外取締役

取 締 役 中 山 勇 日本食品海外プロモーションセンター執行役（COO）

取 締 役 小田原 加 奈 Odawara Coaching&Consulting 代表
mc21監査法人社員（非常勤）

常 勤 監 査 役 永 井 正 彦

常 勤 監 査 役 臼 井 司

監 査 役 藤 野 雅 史 日本大学経済学部教授

監 査 役 松 村 卓 治
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー
鳥居薬品株式会社 社外取締役 監査等委員
株式会社LogProstyle Group 社外監査役
株式会社文化放送 監査役

（注）1. 取締役髙岡美佳、取締役中山勇及び取締役小田原加奈は、社外取締役であります。
2. 監査役藤野雅史及び監査役松村卓治は、社外監査役であります。
3. 監査役臼井司は、長年にわたる経理部門、財務部門の経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。
4. 監査役藤野雅史は日本大学経済学部教授であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役髙岡美佳、取締役中山勇、取締役小田原加奈、監査役藤野雅史及び監査役松村卓治につきましては、株式会社東京

証券取引所に独立役員として届け出ております。
6. 当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険契約により、被

保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の
損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たこ
とに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されな
い等の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員並びに子会社の取締役及
び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。



事業報告

42

2. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。

3. 取締役及び監査役の報酬等の種類別の総額
❶ 当該事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 対象となる
役員の員数

報酬等の種類別の総額

報酬等の総額
基本報酬

業績連動報酬

金銭報酬 非金銭報酬等

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

9
（3

名
名）

97
（19

百万円
百万円）

61百万円
(−)

−
(−)

158
（19

百万円
百万円）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

5
（3

名
名）

39
（12

百万円
百万円）

−
(−)

−
(−)

39
（12

百万円
百万円）

合 計 14名 136百万円 61百万円 − 197百万円

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2006年６月28日開催の第34回定時株主総会において、金銭による報酬等の額として年額240百

万円以内、新株予約権に関する報酬等の額として年額60百万円以内（総額300百万円以内。ただし、使用人分給与は含ま
ない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は７名です。また、当該金銭報酬とは別枠
で、2016年６月28日開催の第44回定時株主総会において、株式報酬の額を対象期間３年間で60百万円以内（社外取締役
は付与対象外）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は８名です。
ただし、業績連動型株式報酬制度の導入に伴い、取締役に対するストックオプション報酬制度は廃止し、今後は、新規の
ストックオプションの付与を行わないこととしたため、本制度導入後における取締役の報酬等の実質的な限度額は総額
300百万円を超えないものとなっております。

3. 監査役の報酬限度額は、1985年６月27日開催の第13回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいておりま
す。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

❷ 取締役の業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等については、業績等によって変動する業績連動型としての役員報

酬、役員賞与（但し、社外取締役を除く）及び業績連動型株式報酬（但し、社外取締役を除く）から構成さ
れております。

ア．業績連動型としての役員報酬
業績連動報酬等に係る指標は、公表された業績予想の連結売上高及び親会社株主に帰属する当期

純利益等の定量面と業務マネジメント等の定性面を併せて用いております。当該指標を選択した理
由は、当期の業績目標に対する達成度及び中長期的な企業価値の向上の実現を評価する指標として



事業報告

43

適切であると判断したためであります。
業績連動型としての役員報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標

（KPI）を反映した現金報酬とし、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等の目標値に対す
る達成度合いに応じて、任意の諮問機関である独立役員会の答申を踏まえ、取締役会においてその
支給額を決定しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策
定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、任意の諮問機関である独立役員会の答申を踏まえ、見
直しを行っております。

イ．役員賞与
役員賞与は、会社業績に対する取締役としての貢献の対価として支給するものとし、毎決算期の

税金等調整前当期純利益を指標とし、これに当該決算期の配当の状況を加味した上で、任意の諮問
機関である独立役員会の答申を踏まえ、取締役会において支給の有無を決定し、支給額は各取締役
の役位と貢献に応じた額としております。
当連結会計年度を含む連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益並びに税金等調整前当期

純利益等は、54ページの「連結損益計算書」に記載のとおりです。

ウ．業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、取締役（社外取締役を除く。以下同じ）を対象に、当社の中長期的な業

績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、中期経営計画の会社業績との連
動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度として、2016年６月28日開催の第44回定時株
主総会の決議に基づき導入しております。現在導入している制度は、役員報酬BIP （Board
Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」という。）と称される仕組みを採用しており、BIP信託と
は、米国の業績連動型の株式報酬（Performance Share）制度及び譲渡制限付株式報酬
（Restricted Stock）制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、役位及び業績
目標の達成度に応じて取締役にBIP信託により取得した当社株式を交付するものです。当社は、取締
役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託
を設定し、当該信託は予め定める役員株式交付規程に基づき取締役に交付すると見込まれる数の当
社株式を、当社（自己株式処分）または株式市場から取得いたします。その後、当社は役員株式交
付規程に従い、取締役に対し各事業年度の役位および中期経営計画で掲げる業績目標の達成度に応
じてポイントを付与し、原則として、取締役退任時に累積ポイントに相当する当社株式を当該信託
を通じて無償で交付します。
なお、中期経営計画の業績目標が未達であったため、当連結会計年度の費用計上はなく、前連結

会計年度までに計上した役員株式給付引当金４百万円を戻し入れております。

❸ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社の取締役会は、任意の諮問機関である独立役員会に取締役の個人別の報酬等の内容にかかる
決定方針（以下、「決定方針」という。）の原案を作成するよう諮問し、その答申内容をふまえ、
2021年２月22日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。



事業報告

44

イ．決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよ

う株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、
業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その
職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、取締役基本報酬と代表取締役報酬とその他

手当から構成され、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考
慮しながら総合的に勘案し、任意の諮問機関である独立役員会の答申を踏まえ、取締役会において
決定いたします。

ウ．取締役の報酬等の種類別の割合
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態

に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが
高まる構成とし、任意の諮問機関である独立役員会の答申を踏まえ、取締役会は取締役の個人別の
報酬等の内容を決定することとしております。

エ．任意の諮問機関である独立役員会について
独立役員会は、独立社外取締役と独立社外監査役をもって構成されております。

独立役員会は、任意の指名・報酬委員会として、取締役の業績報酬に関する事項等について、取締
役社長の諮問に応じ答申します。取締役会の報酬等の額の決定過程においては、取締役社長が自身
を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行い、それを独立役員会へ諮問し、そこからの
答申を受けた上で、取締役会で決議しております。

オ．当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判
断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、独立役員会が原案について決定方針との整

合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿
うものであると判断しております。

なお、2024年５月15日開催の当社取締役会において、2024年６月26日に開催される当社の第
52回定時株主総会における第６号議案の承認可決を条件として「取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針」を改定する旨を決議しております。改定後の方針の内容は、株主総会参考書類23ペ
ージ及び24ページに記載のとおりであります。

❹ 監査役の報酬等について
監査役全員の報酬等の総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定されるとともに、各監査役

の基本報酬の額は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議をもって決定し
ております。また、役員賞与につきましては、取締役と同様の方法により支給の有無を決定するものとし、
監査役の協議により各監査役の支給額を決定いたします。
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4. 社外役員に関する事項
❶ 重要な兼職先である法人等と当社との関係
兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

❷ 会社または会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係
該当する事項はありません。

❸ 当事業年度における主な活動状況

地位 氏名 取締役会への
出席状況

監査役会への
出席状況 主な活動状況

取締役 髙 岡 美 佳 19回／19回
（100％） ―

取締役会において、流通システム論及び小売経営論を専門とす
る立教大学経営学部教授としての豊富な知識に基づき、取締役
会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い
ました。また、任意の指名・報酬委員会である独立役員会の委
員長及び議長を務め、取締役会の実効性評価に関する議論等を
通じ、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に貢
献しました。

取締役 中 山 勇 19回／19回
（100％） ―

取締役会において、幅広い食糧及び食の分野における高い専門
性と豊富なビジネスの経験に基づき、当社の経営体制及び業務
遂行体制の強化に繋がる発言を行いました。また、任意の指
名・報酬委員会である独立役員会の委員を務め、取締役会の実
効性評価に関する議論等を通じ、会社の持続的な成長及び中長
期的な企業価値の向上に貢献しました。

取締役 小田原 加 奈 19回／19回
（100％） ―

日本及び米国の公認会計士という高い専門性と、豊富な知識・
経験を活かし、財務管理を中心とする企業経営全般、人材育成
及び事業変革について、取締役会で当社の経営体制の整備及び
経営戦略の実行強化に関わる助言、提言を行いました。また任
意の指名・報酬委員会である独立役員会の委員を務め、取締役
会の実効性評価に関する議論等を通じ、会社の持続的な成長及
び中長期的な企業価値の向上に貢献しました。
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地位 氏名 取締役会への
出席状況

監査役会への
出席状況 主な活動状況

監査役 藤 野 雅 史 19回／19回
（100％）

16回／17回
（94.1％）

取締役会及び監査役会において、会計学を専門とする日本大学
経済学部の教授としての幅広い知見に基づき、必要に応じ助
言・提言を行ったほか、社内の内部統制委員会、グループ監査
役連絡会に参加し、内部統制の整備と運用等に関して助言を行
いました。また、任意の指名・報酬委員会である独立役員会の
委員を務め、監査機能を十分に発揮しました。

監査役 松 村 卓 治 13回／13回
（100％）

11回／11回
（100％）

取締役会及び監査役会において、企業のコンプライアンス・リ
スクマネジメント分野に豊富な経験を持つ弁護士としての幅広
い知見に基づき、必要に応じ助言・提言を行ったほか、社内の
リスク・コンプライアンス委員会に参加し、コンプライアン
ス・リスクマネジメントの整備と運用等に関して助言を行いま
した。また、任意の指名・報酬委員会である独立役員会の委員
を務め、監査機能を十分に発揮しました。
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5 会計監査人に関する事項
1. 名 称 有限責任 あずさ監査法人

2. 報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 54百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 54百万円

（注）1. 上記以外に当事業年度において計上した、前事業年度に係る追加報酬が２百万円あります。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬額を区分してお

りませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
3. 監査役会は、会計監査人及び担当部署より監査計画及び監査報酬等につき詳細な説明を受け、監査役会にて監査計画の適

切性・妥当性を主体的に吟味・検討したうえで、監査時間と報酬単価の精査を通じて報酬見積りの算出根拠・算定内容に
ついて慎重に審議した結果、会社法第399条第１項の同意を行っております。

3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の

解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたしま
す。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初
に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

4. 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。その概要は、

会計監査人に悪意または重大な過失があった場合を除き、会計監査人が報酬その他の職務執行の対価として受け
た、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い金額に二を乗じて得た額をもっ
て、損害賠償責任の限度とするものであります。
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６ 業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要

１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制並びに損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 取締役会は、経営リスクのマネジメントを行い、全社的な内部統制システムの整備の推進及び緊急時（重大
なコンプライアンス違反、重大な食品事故、甚大な被害が生じた災害等）の危機対応を行います。また、重要
な投融資、新規事業投資等については、取締役社長及び常務・上席執行役員（以下、役付執行役員と総称）で
構成する経営会議の下に設置した管理部門確認会及びスクリーニング会議において、事前に資本・リスク・収
益のバランスに関する分析を行ったうえで取締役会に付議する体制を構築していて、これによって財務リスク
のマネジメントを行っています。具体的には、取締役会の付議書には、資本コストと比較した投資額とその回
収期間、想定されるリスクとその対処方法を明記することになっていて、取締役会はリスク選好とリスク許容
度(許容可能なリスクの特定とその水準)を明確にしたうえで付議議案を決裁することにより経営リスク及び戦
略リスクのマネジメントを行います。

(2) オペレーショナルリスク、クライシスのマネジメント及びコンプライアンス体制の推進等に関しては、リス
ク・コンプライアンス委員会を、ディスクロージャーの信頼性リスクのマネジメントに関しては内部統制委員
会を設置し、両委員会で緊密に連携しながらこれらについて全社横断的に対応しています。なお、常勤監査役
はリスク・コンプライアンス委員会及び内部統制委員会に出席し、社外監査役はその知識、経験、能力に応じ
て分担してどちらかの委員会に出席し、必要に応じ意見を述べるとともに年度計画の進捗等について報告を受
けています。

(3) 職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ高い企業倫理観を保つとともに、社会的責任を果たすため、「モ
スグループ行動規範」の周知徹底を図ります。

(4) 内部通報制度に関する規程に基づき、社内及び社外に相談窓口を設置し、迅速な対応を実施します。なお、
当社の内部通報制度は、匿名を保持することによって、またはいかなる不利益取扱いも当該規程において禁止
することにより、内部通報者の継続的な保護を徹底します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「情報セキュリティ管理規程」、「文書管理規程」その他の社内規程に従い、取締役及び執行役員の職務執行に

係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理を図ります。取締役、執行役員及び監査役は、いつで
も、これらの文書等を閲覧できるものとします。

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、各部門の責任体制を明確にし、迅速な業務の判断及び執行を目的とした執行役員制度を導入してい

ます。
(2) 取締役会は職務分掌を定め、当該職務分掌に基づき、取締役社長、役付執行役員及び執行役員に業務の執行

を行わせます。
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(3) また、以下の経営管理システムを用いて、執行役員の職務の執行の効率化を図ります。
① 取締役会により経営計画を策定し、これに基づく事業部門ごとの業績目標及び予算の設定（管理会計）

を行い、執行役員ごとの業績目標を明確にします。
② 取締役社長及び役付執行役員は、毎月開催する取締役会において、業務目標の達成状況、課題解決のた

めの取り組み等（管轄する執行役員に関する事項を含む）を報告することにより、業務執行状況の管理、
監督を受けます。なお、執行役員は四半期に１回取締役会に報告を行うものとします。

③ 取締役会による月次業績のレビューと改善策を実施します。

４．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及びグループ各社間での業務の適正を確保するとともに、「関係会社管理規程」に基づき情報の共有化、

指示及び要請の伝達等の適正化を図ります。
(2) グループ各社に関する重要事項については、当社取締役会または当該会社を主管する役付執行役員もしくは

執行役員が決裁を行う等、グループ経営における一体性の確保を図ります。
(3) 内部監査部門は、定期的に当社及びグループ各社の内部監査を実施し、改善指導及び助言を行います。グル

ープ各社に関連する事項は、適宜、グループ管理を行う部門に通知するものとします。
(4) 当社では、内部監査部門の責任者を議長とする当社監査役と子会社の監査役によるグループ監査役連絡会を

設置し、各社の監査役と当社の内部監査部門及び監査役が緊密に連携して、当社グループにおける監査役監査
及び内部監査の効率化、高度化を図っています。

５．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、金融商品取引法の定めに従い、「財務報告に係る内部統制管理規程」及び「財務報告に係る

内部統制実施要綱」を制定し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用については、「内部統制委員会」がこれ
を行い、当該統制システムの整備状況及び運用状況の評価については、内部監査部門を中心とした「内部統制評
価チーム」がこれを行います。これらを通じて、当社グループは、健全な内部統制環境の構築に努めるととも
に、業務プロセスの統制活動を実施し、財務報告の信頼性と適正性を確保するための有効かつ正当な評価を可能
とする財務報告に係る内部統制システムを構築します。

６．監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役会からの要請があった場合には、その要請に基づき監査役室を設置し、当社グループの業務の執行に
係る役職を兼務しない専属の使用人を配置し、監査業務を補助するものとします。

(2) 監査役室に属する使用人の人事異動及び当該使用人を懲戒に処する場合には、あらかじめ監査役会の同意を
得るものとします。
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７．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人が監査役に報
告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 取締役、執行役員及び使用人は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等、会社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実等を発見した場合は、速やかに監査役に報告します。グループ各社の監査役が監査活動の中
で当該事実等を発見した場合、またはその報告を受けた場合は、グループ監査役連絡会に報告します。この報
告者等については、内部通報制度における通報者と同等の保護が受けられることが監査役連絡会に関する規程
において定められています。

(2) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、重要な会議に出席するとともに、
主要な稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または使用人に対
し、その説明を求めることができるものとします。取締役、執行役員及び使用人は、監査役から業務執行に関
する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとします。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会が、必要に応じて専門の弁護士、会計士等に対して、監査業務に関する助言を受ける機会を保障し

ます。そのために支出した費用については、監査役の職務の執行に必要なものではないと認められる場合を除
き、当社がこれを負担します。その他監査役の職務の執行によって生ずる費用のため、年間の監査計画に基づ
く経費予算を確保するものとします。

(2) 監査役と内部監査部門は定期的に連絡会を開催し、内部監査部門は当該連絡会において年度計画の事前説明
及びその実施状況に関する定期報告を行います。なお、個別監査の報告については、内部監査部門から常勤監
査役に対し、その都度行います。

(3) 監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連携を保つとともに、会計監査人の監
査計画については事前に報告を受けるものとします。

(4) 取締役社長（必要に応じて、他の取締役及び執行役員）と監査役との定期的な意見交換を実施します。

９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
「モスグループ行動規範」において、市民生活の秩序及び安全に脅威を与える反社会的な勢力または団体とは

一切の関係を持たず、これらの圧力に対しても毅然とした対応で臨み、断固として対決して、その圧力を排除す
ることを宣言しています。なお、反社会的勢力へは、法務・総務担当部門が、警察、弁護士等の専門機関と連携
し対応します。
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７ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
内部統制システムを適正に運用するための主な委員会の当事業年度における開催状況は、リスク・コンプライ

アンス委員会が12回、内部統制委員会が４回となっています。
リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループの各事業の抱える多様なリスクを網羅的に把握・特定した

うえで、一連のサイクルを循環させることによって継続的な改善活動を展開し、当社グループのリスクマネジメ
ント体制の推進を図りました。
特に、当事業年度においては、過去のCO事故再発防止として、各店で毎月行っている安全点検に加え、あら

ためて一斉点検を実施しました。
さらに、海外事業に関するリスク軽減の一環として、海外子会社のローカルスタッフを対象としたグローバル

ヘルプラインを新たに設置しました。
リスクマネジメント部門及び主要リスクを主管する各部門は、当事業年度のコンプライアンス・リスクマネジ

メント推進プログラムに基づいてリスク対応を行い、その実施状況について四半期に１回リスク・コンプライア
ンス委員会に報告し、当該委員会では必要に応じリスク対応の変更、施策の追加等について協議し、その結果を
当該部門にフィードバックしました。当事業年度においては、新たに「人権問題に関するリスク」を追加してい
ます。リスク・コンプライアンス委員会の委員長は、担当取締役を通じて、リスク対応の実施状況、モニタリン
グの結果及びフォローアップの状況について、毎月取締役会に報告しています。
当社グループでは、毎事業年度の年初にグループの社員全員が「モスグループ企業行動規範」につき「読む

日」を定め、その周知徹底を図っています。当事業年度においては、職場のハラスメント防止をメインテーマ
に、モスグループの全役員、オフィス、店舗で働く社員全員を対象にコンプライアンス研修を実施しました。
また、女性社員の育児休業復職率100%の継続、男性社員の育児休業取得の促進、専門性の高い中途人材の採

用、ベトナムからの特定技能資格取得者の受け入れ等、多様性の推進と健康で働きがいのある環境の整備を通じ
て企業の競争力を高める努力を続けています。
当社の内部監査部門は、独立的かつ客観的な立場から内部監査を行うため、取締役社長直轄の独立部門として

組織されていて、取締役社長の承認を受けた年度計画に基づく定例監査に加え、必要に応じて臨時監査、特命監
査を実施し、実態の把握分析による問題点の発見と、改善のための指導・助言を行いました。
当事業年度においては、監査役及び内部監査部門の連絡会を４回開催し、内部監査部門は、取締役会に対して

も当該連絡会における報告と同様の報告を内部統制評価の進捗と併せて行いました。その他特に報告すべき事項
がある場合は、当該報告事項の内容に応じて内部監査部門から取締役会または監査役会に対し適切に直接報告す
る体制を構築しています。グループ監査役連絡会は当事業年度においては３回（臨時連絡会１回を含む）を開催
しています。
会計監査人、監査役及び内部監査部門は、当事業年度においては、三様監査ミーティングを３回開催するとと

もに、四半期レビュー報告会及び期末監査報告会において、それぞれの監査の結果を共有して、有効かつ効率的
な会計監査、監査役監査及び内部監査の遂行に向けた情報交換及び意見交換を行いました。
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８ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社株式の大量取得行為を行うとする者に対しては、当該買付けに関する情報の開示を積極的に求

め、当社取締役会の判断、意見等とともに公表する等して、株主の皆様が当該買付けについて適切な判断を行う
ための情報の確保に努めるとともに、その判断のために必要な時間を確保するように努める等、会社法その他関
係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じます。
また、当社は、定款第17条において買収防衛策の基本方針を株主総会の決議により定めることができる旨を規

定しており、今後、経営環境の変化その他の状況に応じて、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上する
ためには買収防衛策が必要と判断した場合には、同条の規定に基づき所要の手続きを経たうえで買収防衛策を導
入することを検討します。
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連結貸借対照表 （単位 百万円）

科 目 当 期
2024年３月31日現在

前 期（ご参考）
2023年３月31日現在

資産の部
流動資産 39,773 35,771
現金及び預金 23,182 19,055
受取手形、売掛金及び
契約資産 6,848 6,173

有価証券 389 521
商品及び製品 4,185 4,498
原材料及び貯蔵品 547 771
未収入金 4,204 4,251
その他 432 506
貸倒引当金 △16 △7

固定資産 39,937 38,707
有形固定資産 13,305 13,289
建物及び構築物 8,226 7,977
機械装置及び運搬具 121 96
工具、器具及び備品 3,725 4,011
土地 1,043 1,027
建設仮勘定 187 175
無形固定資産 2,350 2,555
その他 2,350 2,555
投資その他の資産 24,281 22,862
投資有価証券 15,267 13,300
長期貸付金 1,363 1,501
差入保証金 5,150 5,033
繰延税金資産 77 377
その他 2,495 2,737
貸倒引当金 △54 △55

投資損失引当金 △19 △31

資産合計 79,711 74,479

科 目 当 期
2024年３月31日現在

前 期（ご参考）
2023年３月31日現在

負債の部
流動負債 18,673 17,521
支払手形及び買掛金 5,650 5,378
短期借入金 92 86
リース債務 2,052 1,915
未払金 5,555 6,680
未払法人税等 1,110 243
賞与引当金 494 494
ポイント引当金 88 82
資産除去債務 53 38
その他 3,575 2,602

固定負債 8,952 8,866
長期借入金 2,899 3,631
リース債務 2,136 1,973
繰延税金負債 596 −
役員株式給付引当金 − 4
株式給付引当金 211 205
退職給付に係る負債 316 387
資産除去債務 905 888
その他 1,886 1,775

負債合計 27,625 26,388
純資産の部
株主資本 46,889 45,199
資本金 11,412 11,412
資本剰余金 11,058 11,089
利益剰余金 26,168 24,470
自己株式 △1,750 △1,773
その他の包括利益累計額 4,940 2,656
その他有価証券評価差額金 2,885 1,019
為替換算調整勘定 2,031 1,594
退職給付に係る調整累計額 23 42
非支配株主持分 256 235
純資産合計 52,086 48,091
負債純資産合計 79,711 74,479
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連結損益計算書 （単位 百万円）

科 目 当 期
2023年４月１日から2024年３月31日まで

前 期（ご参考）
2022年４月１日から2023年３月31日まで

売上高 93,058 85,059
売上原価 49,152 46,478
売上総利益 43,906 38,580
販売費及び一般管理費 39,721 38,539
営業利益 4,185 41
営業外収益 744 789
受取利息 86 84
受取配当金 93 103
設備賃貸料 299 242
プリペイドカード退蔵益 69 63
立退料収入 − 102
雑収入 196 191

営業外費用 538 474
支払利息 163 113
設備賃貸費用 200 177
持分法による投資損失 50 12
支払手数料 83 91
雑支出 39 79

経常利益 4,392 356
特別利益 1,119 663
固定資産売却益 292 159
投資有価証券売却益 800 30
助成金収入 − 474
関係会社清算益 27 −

特別損失 1,366 896
固定資産売却損 4 1
固定資産除却損 62 182
減損損失 1,262 653
投資有価証券売却損 − 0
投資有価証券評価損 34 42
投資損失引当金繰入額 2 14
持分変動損失 − 1

税金等調整前当期純利益 4,145 123
法人税、住民税及び事業税 1,361 442
法人税等調整額 204 17
法人税等合計 1,566 459
当期純利益又は当期純損失（△） 2,579 △336
非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失（△） 5 △18
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） 2,573 △317
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連結株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位 百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 11,412 11,089 24,470 △1,773 45,199
当期変動額
剰余金の配当 △875 △875
親会社株主に帰属する当期純利益 2,573 2,573
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 1 22 24
過年度持分の増減に係る税効果調整 △32 − △32
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 − △30 1,698 22 1,689
当期末残高 11,412 11,058 26,168 △1,750 46,889

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 1,019 1,594 42 2,656 235 48,091
当期変動額
剰余金の配当 △875
親会社株主に帰属する当期純利益 2,573
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 24
過年度持分の増減に係る税効果調整 △32
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,866 437 △19 2,284 20 2,305

当期変動額合計 1,866 437 △19 2,284 20 3,995
当期末残高 2,885 2,031 23 4,940 256 52,086
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連結注記表
1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数及び連結子会社の名称
・連結子会社の数 ９社
・連結子会社の名称
㈱エム・エイチ・エス、㈱モスクレジット、㈱モスストアカンパニー、㈱モスシャイン、
モスフード・シンガポール社、魔術食品工業(股)、モスフード香港社、
モスサプライ・フィリピン社、モストレーディング・ベトナム社

② 主要な非連結子会社の名称等
・主要な非連結子会社の名称
モグ インドネシア社

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためでありま
す。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社 １社
・会社等の名称
モグ インドネシア社
（持分法適用範囲の変更）
香港モスバーガーインベストメント社は、当連結会計年度において清算結了したため、持分法の適用

範囲から除外しております。
② 持分法を適用した関連会社 ７社
・会社等の名称
紅梅食品工業㈱、タミー食品工業㈱、安心食品服務(股)、モスバーガー・タイランド社、
モスバーガー・オーストラリア社、モスバーガーコリア社、モスバーガー・フィリピン社
（持分法適用範囲の変更）
モスバーガー・ベトナム社は、当連結会計年度において当社の全持分を売却したため、持分法の適用

範囲から除外しております。
③ 持分法を適用していない関連会社等の数及び会社等の名称等
・㈱モスファーム熊本 他６社
（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ
て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が
ないため、持分法の適用範囲から除外しております。
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（3）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券

・子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法
・その他有価証券
市場価格のない株式等以外もの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定）

市場価格のない株式等 総平均法による原価法
ロ．デリバティブ

時価法
ハ．棚卸資産

・商品及び製品、原材料 主として、月次総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定）

② 重要な固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によってお
ります。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・ソフトウエア（自社利用） 社内の利用可能期間（５年）に基づく定額法
・のれん 定額法（５年）
ただし、重要性が乏しい場合には、発生年度に全額償却しております。

ハ．リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、在外連結子会社については、国際財務報告基準に基づき財務諸表を作成しており、国際財

務報告基準第16号により、リースの借手については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資
産及び負債として計上しており、資産計上された使用権資産の減価償却方法は定額法によっており
ます。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下のとおり貸倒引当金を計上しております。
・一般債権 貸倒実績率法によっております。
・貸倒懸念債権及び破産更生債権等 財務内容評価法によっております。

ロ．投資損失引当金
関係会社への投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態の実情を勘案し、一定の算定基準に
よる必要額を見積計上しております。

ハ．役員賞与引当金
役員賞与の支払いに備えるため、連結会計年度に対応する支給見込額に基づき計上しております。

ニ．賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

ホ．ポイント引当金
販売促進を目的としたポイント制度に基づき付与したポイントの利用に備えるため、当連結会計年度
末において将来利用されると見込まれるポイントに対してその費用負担額をポイント引当金として計
上しております。

へ．役員株式給付引当金
役員株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給
付債務の見込み額に基づき、役員株式給付引当金を計上しております。

ト．株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付
債務の見込み額に基づき、株式給付引当金を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に費用処理することとしております。

⑤ 収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「9. 収益認識に
関する注記」に記載のとおりです。
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⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社等の資産及び負債は、各子会社の決算日における直物為替相場により円貨に換算し、収益
及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含
めて計上しております。

（4）追加情報
（株式付与ＥＳＯＰ信託について）
従業員に中期経営計画への参画意識を持たせ、中長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚

を図ることにより、堅実な成長と中長期的な企業価値の増大を促すことを目的として、当社及び当社グルー
プ従業員（以下「従業員」という）を対象とした従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」
を導入しております。

1. 取引の概要
本制度では、株式付与ＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下、「ＥＳＯＰ信

託」）と称される仕組みを採用しております。ＥＳＯＰ信託とは、米国のＥＳＯＰ制度を参考にした
従業員インセンティブ・プランであり、ＥＳＯＰ信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規
程に基づき、一定の要件を充足する従業員に交付するものであります。なお、当該信託が取得する当
社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
ＥＳＯＰ信託の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することがで

きるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待
できます。また、ＥＳＯＰ信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である
従業員の意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効で
あります。

2. 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度292百万
円、103千株であります。
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（役員報酬ＢＩＰ信託について）
当社取締役を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と

して、「役員報酬ＢＩＰ信託」制度を導入しております。
1. 取引の概要

本制度としては、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「ＢＩＰ信託」という）
と称される仕組みを採用しております。ＢＩＰ信託とは、米国の業績連動型の株式報酬
（Performance Share）制度及び譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度を参考にした役員に
対するインセンティブ・プランであり、役位及び業績目標の達成度等に応じて取締役にＢＩＰ信託に
より取得した当社株式を交付するものであります。
当社は、取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出するこ

とにより信託を設定しております。当該信託は予め定める役員株式交付規程に基づき取締役に交付す
ると見込まれる数の当社株式を、当社（自己株式処分）または株式市場から取得しております。
当社は役員株式交付規程に従い、取締役に対し各事業年度の役位及び中期経営計画で掲げる業績目

標の達成度に応じてポイントを付与し、原則として、取締役退任時に累積ポイントに相当する当社株
式を当該信託を通じて無償で交付いたします。

2. 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度29百万
円、９千株であります。
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2. 会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従

い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉
となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包
括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上
された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取
引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包
括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上し
ております。
また、親会社の持分変動による差額に係る連結財務諸表固有の一時差異について資本剰余金を相手勘定

として繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合で、当該子会社等に対する投資を売却するな
ど、一時差異が解消した際の繰延税金資産又は繰延税金負債の取崩しについて、従来、対応する額を法人
税等調整額に計上することとしておりましたが、資本剰余金を相手勘定として取り崩すことといたしまし
た。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基

準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第28号 2022年10月28日）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計
年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又はその他の包括利益累計額の
うち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が32百万円増加し、資本剰余金が同額減

少しております。なお、税金等調整前当期純利益への影響はありません。また、利益剰余金、資本剰余金
及びその他の包括利益累計額の当期首残高への影響はありません。
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3. 会計上の見積りに関する注記
(1)固定資産の減損

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連

結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
店舗固定資産

（単位 百万円）
事業区分 連結貸借対照表計上額

国内モスバーガー事業 5,333
海外事業 4,517
その他飲食事業 143

(注)1. 合理的に配分された金額を含んでおります。
2. 海外事業の内訳は、モスフード・シンガポール社2,819百万円、モスフード香港社1,697百万

円となります。

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
店舗固定資産の減損の兆候判定及び認識の要否判定、回収可能価額（使用価値）の算定に用いる将

来の営業損益及び将来キャッシュ・フローの見積りは、規制環境や店舗周辺環境の変化等による影響
を受け、実際に発生した営業損益及びキャッシュ・フローが見積りと異なった場合、翌連結会計年度
の連結計算書類において、減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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4. 連結貸借対照表に関する注記
（1）顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額

受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ
以下のとおりであります。

受取手形 11 百万円
売掛金 6,705 百万円
契約資産 − 百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 20,123百万円
（3）担保に供している資産及び担保に係る債務

借入金に対する担保資産として、建物及び構築物111百万円及び土地252百万円（対応する債務、短期
借入金92百万円）を担保に供しております。
また、資金決済に関する法律等に基づき、有価証券139百万円及び投資有価証券429百万円（対応する
債務、モスカード（プリペイドカード）に係る流動負債「その他」890百万円）を担保に供しておりま
す。

（4）コミットメント契約
当社及び連結子会社（㈱モスクレジット）は、効率的な資金調達を行うため、取引銀行とコミットメン
ト契約を締結しております。当連結会計年度末日におけるコミットメント契約に係る借入未実行残高は
次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額 6,000百万円
借入実行残高 −百万円
未実行残高 6,000百万円

（5）契約負債
流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。

契約負債 27 百万円

5. 連結損益計算書に関する注記
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、「９.収益認識に関する注記（1）顧客との契約から生じる収益を分解
した情報」に記載しております。
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6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び数

普通株式 32,009,910株
（2）配当に関する事項

① 配当金支払額
イ．2023年６月28日開催の定時株主総会による配当に関する事項

・配当金の総額 437百万円
・１株当たり配当額 14円
・基準日 2023年３月31日
・効力発生日 2023年６月29日

ロ．2023年11月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 437百万円
・１株当たり配当額 14円
・基準日 2023年９月30日
・効力発生日 2023年12月11日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2024年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
しております。
・配当金の総額 437百万円
・１株当たり配当額 14円
・配当の原資 利益剰余金
・基準日 2024年３月31日
・効力発生日 2024年６月27日
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7. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、投融資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入等により調達しております。

一時的な余資については利回りが確定しており、かつ、元本割れの可能性が極めて少ない金融商品を
中心に運用することとしております。デリバティブ取引については、為替変動リスクを回避するため
に利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
なお、一部の連結子会社では、金融業を行っております。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、未収入金は、取引先企業等の信用リスクに晒され

ております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券に該当する余資運用の債券（社債、仕組債等）

及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、加
盟店等の取引先企業等に対し長期貸付を行っており、取引先企業等の信用リスクに晒されておりま
す。長期貸付金には建設協力金等が含まれております。
賃貸物件において預託している差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は、その全部が１年以内

の支払期日であります。これらの営業債務等の流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒さ
れております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び

投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。また、リー
ス債務は、主に設備投資に係る資金調達です。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債務に係る為替相場の変動リスクに対するヘッジを目的として為替
予約を行っております。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは営業債権、未収入金、長期貸付金並びに差入保証金について、各事業部門におけ
る営業管理セクションが主要な取引先の状況を常時モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高
を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
また、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約

不履行による、いわゆる信用リスクはほとんど無いと判断しております。
ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把
握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
借入金の金利変動リスクについては、管理部門が金利変動状況を適時に把握し、管理しておりま

す。
なお、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って取引を行

っております。
ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとと
もに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市

場リスクを示すものではありません。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
（単位 百万円）

連結貸借対照表
計 上 額 時価 差額

（1）有価証券及び投資有価証券(*2)(*3) 14,266 14,406 140
（2）長期貸付金 1,363

貸倒引当金(*4) △0
1,363 1,348 △15

（3）差入保証金 5,150
貸倒引当金(*4) △0

5,150 4,934 △215
資産計 20,780 20,689 △90

（1）長期借入金 2,899 2,899 △0
（2）リース債務(*5) 4,188 4,025 △162

負債計 7,088 6,925 △162
(*1)「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「未収入金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未

払金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。また、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合への出資
その他これに準ずる事業体への出資については、記載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表
計上額は65百万円であります。

(*2) 投資有価証券には持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価によるもので
あります。

(*3) 市場価格のない株式等は「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位 百万円)
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式等 1,324
(*4) 長期貸付金、差入保証金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*5) １年以内返済予定のリース債務を含んでおります。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位 百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 6,286 − − 6,286
債券(国債・地方債等) 569 − − 569
債券(社債) − 2,205 − 2,205
その他 − 100 2,369 2,470

資産計 6,855 2,306 2,369 11,531
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② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位 百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
上場関連会社株式 2,875 − − 2,875

長期貸付金 − 1,348 − 1,348
差入保証金 − 4,934 − 4,934

資産計 2,875 6,282 − 9,157
長期借入金 − 2,899 − 2,899
リース債務 − 4,025 − 4,025

負債計 − 6,925 − 6,925

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式、国債、社債及び上場関連会社株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式、国債及び

上場関連会社株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一
方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められな
いため、その時価をレベル２の時価に分類しております。相場価格が入手できない仕組債等は、取引金融機
関等から入手した価格によっており、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時
価が算定されています。時価の算定にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプット
には、国債利回り、為替レート、信用スプレッド、スワップレート、ボラティリティ、相関係数等が含まれ
ます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しており
ます。

長期貸付金及び差入保証金
長期貸付金及び差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、そ

の将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標を基に割引現在価値法により算定しており、レベル
２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（注２）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル３の時価に関する情報
① 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

(単位 百万円)
有価証券及び
投資有価証券

合計その他有価証券
その他

期首残高 2,525 2,525
当期の損益又はその他の包括利益
損益に計上(*1) △0 △0
その他の包括利益に計上 44 44

購入、売却、償還
償還 △200 △200

期末残高 2,369 2,369
当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保
有する金融資産及び金融負債の評価損益 − −

(*1) 連結損益計算書の「受取利息」に含まれております。

② 時価の評価プロセスの説明
当社はレベル３と判定した時価については、第三者である取引金融機関等から入手した価格によっており

ます。第三者から入手した価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認
や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

③ 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
有価証券及び投資有価証券の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、信用スプレッ

ド、ボラティリティ、相関係数です。一般的に、これらのインプットの著しい増加（減少）は、時価の著し
い低下（上昇）を生じさせることとなります。
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8. 賃貸等不動産に関する注記
当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、飲食施設等（土地を含む。）を有しておりま
す。これら賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであり
ます。

（単位 百万円）

店舗の種類
連結貸借対照表計上額

当連結会計年度末の時価当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

当 連 結 会 計 年 度
増 減 額 当連結会計年度末残高

モスバーガー店舗 444 22 467 486

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

（注２）当連結会計年度増減額のうち、主な増減額は次のとおりであります。
店舗改装等による増加（90百万円）、店舗の売却等による減少（30百万円）、その他減価償却費等

（注３）当連結会計年度末の時価は、主として固定資産税評価額に基づいて自社で算定した金額（指標等を用
いて調整を行ったものを含む。）であります。

また、賃貸等不動産に関する2024年３月期における損益は、次のとおりであります。
（単位 百万円）

店舗の種類
連結損益計算書計上額

賃貸損益
その他

賃貸収入 賃貸経費 賃貸損益
モスバーガー店舗 299 200 98 56

（注１）賃貸収入及び賃貸経費は、賃貸収入とこれに対応する費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課
等）であり、それぞれ「設備賃貸料」、「設備賃貸費用」に計上されております。

（注２）その他は、特別利益に計上されている「固定資産売却益」、特別損失に計上されている「固定資産売
却損」、「固定資産除却損」、「減損損失」であります（△は損失）。
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9. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位 百万円)
報告セグメント

合計国内
モスバーガー

事業
海外事業 その他

飲食事業
その他の
事業

加盟店への卸売上高 46,627 − 13 − 46,640
直営店売上高 23,594 10,657 1,819 − 36,071
その他の営業収入 2,735 6,156 5 174 9,071

顧客との契約から生じる収益 72,957 16,813 1,838 174 91,783
その他の収益 423 − 0 851 1,275
外部顧客への売上高 73,380 16,813 1,838 1,026 93,058

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、主にフランチャイズ（ＦＣ）加盟店に対する物品の卸売販売、直営店舗の運営によるサー

ビスの提供、ＦＣ加盟店に対する店舗運営指導等を行っております。

加盟店への卸売上高
加盟店への卸売上高は、主にＦＣ加盟店に対する食材・包材等の販売であります。当該販売は、商品を引

渡した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。顧客との契約により約
束された対価は履行義務の充足時点から概ね１か月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は
含まれておりません。

直営店売上高
直営店売上高は、主に飲食店における顧客からの注文に基づく商品の提供であります。当該商品の提供

は、顧客に商品を提供し、対価を収受した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識し
ております。対価のうち現金で決済されたものについては、顧客への商品の提供と同時に支払いを受けてい
るため、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、クレジットカード等で決済されたもの
については、クレジット会社等が別途定める支払条件より履行義務充足後、短期のうちに支払いを受けてお
り、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
顧客がクーポン等を使用する場合の取引価格は、顧客との契約により約束された対価からクーポン等によ

り充当された金額を減額しております。
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その他の営業収入
その他の営業収入は、主に店舗運営希望者との間で締結したＦＣ契約により受領した収入（ロイヤルティ

収入及び広告宣伝料収入）及び海外子会社による食材等の製造販売による収入であります。
ロイヤルティ収入及び広告宣伝料収入は、ＦＣ加盟店の売上高に一定割合を乗じて測定し、その発生時点

等を考慮して収益を認識しております。顧客との契約により約束された対価は履行義務の充足時点から概ね
１か月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
食材等の製造販売による収入は、顧客に物品を引き渡した時点等のリスク負担が顧客に移転する時点で履

行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。顧客との契約により約束された対価は
履行義務の充足時点から概ね１か月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりま
せん。

（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
① 契約負債の残高等

(単位 百万円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 6,036
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 6,717
契約負債（期首残高） 18
契約負債（期末残高） 27

契約負債は、主にＦＣ加盟店への卸売販売に関する前受金であります。契約負債は、収益の認識に伴い
取崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額
は、18百万円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１
年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。残存履行義務は主にＦＣ加盟店への食材・
包材等の販売であります。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な
金額はありません。

10. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,680円16銭
（2）１株当たり当期純利益 83円45銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表 （単位 百万円）

科 目 当 期
2024年３月31日現在

前 期（ご参考）
2023年３月31日現在

資産の部
流動資産 34,291 29,302
現金及び預金 18,628 12,811
売掛金 6,213 5,635
有価証券 389 521
商品及び製品 2,958 3,260
原材料及び貯蔵品 9 11
前払費用 320 360
関係会社短期貸付金 983 2,100
未収入金 4,786 4,597
その他 0 5
貸倒引当金 △0 △1

固定資産 31,903 30,869
有形固定資産 6,100 5,506
建物 3,964 3,489
構築物 78 72
車両運搬具 6 8
工具、器具及び備品 1,176 1,081
土地 752 752
建設仮勘定 121 101
無形固定資産 2,329 2,520
のれん 10 19
ソフトウエア 2,260 2,287
ソフトウエア仮勘定 31 183
電話加入権 8 8
その他 18 21
投資その他の資産 23,473 22,842
投資有価証券 11,259 9,568
関係会社株式 5,560 6,029
長期貸付金 397 440
関係会社長期貸付金 − 226
長期前払費用 91 75
繰延税金資産 − 445
差入保証金 4,106 4,024
保険積立金 888 1,152
長期預金 1,400 1,400
その他 121 147
貸倒引当金 △54 △55
投資損失引当金 △297 △613

資産合計 66,194 60,171

科 目 当 期
2024年３月31日現在

前 期（ご参考）
2023年３月31日現在

負債の部
流動負債 14,718 12,644
買掛金 4,903 4,606
リース債務 2 2
未払金 5,929 5,877
未払費用 439 388
未払法人税等 1,033 69
未払消費税等 655 −
前受金 11 8
預り金 1,123 1,159
前受収益 1 1
賞与引当金 347 360
ポイント引当金 88 82
資産除去債務 42 25
その他 138 59

固定負債 6,173 6,459
長期借入金 2,880 3,600
リース債務 7 10
繰延税金負債 427 −
役員株式給付引当金 − 4
株式給付引当金 153 148
退職給付引当金 354 438
資産除去債務 440 458
長期預り敷金保証金 1,866 1,721
その他 44 78

負債合計 20,891 19,103
純資産の部
株主資本 42,781 40,046
資本金 11,412 11,412
資本剰余金 11,302 11,300
資本準備金 11,100 11,100
その他資本剰余金 201 199
利益剰余金 21,430 18,719
利益準備金 798 798
その他利益剰余金 20,632 17,920
別途積立金 12,000 12,000
繰越利益剰余金 8,632 5,920

自己株式 △1,364 △1,386
評価・換算差額等 2,521 1,021
その他有価証券評価差額金 2,521 1,021
純資産合計 45,302 41,067
負債純資産合計 66,194 60,171
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損益計算書 （単位 百万円）

科 目 当 期
2023年４月１日から2024年３月31日まで

前 期（ご参考）
2022年４月１日から2023年３月31日まで

売上高 66,281 59,751
商品期首棚卸高 3,260 2,567
当期商品仕入高 39,933 38,875
合計 43,193 41,442
商品期末棚卸高 2,958 3,260

商品売上原価 40,235 38,182
売上総利益 26,046 21,569
販売費及び一般管理費 21,393 21,127
営業利益 4,652 441
営業外収益 2,709 2,492
受取利息 35 27
有価証券利息 49 55
受取配当金 400 361
設備賃貸料 2,031 1,746
その他 192 300

営業外費用 2,915 2,652
支払利息 14 1
設備賃貸費用 2,806 2,507
その他 94 143

経常利益 4,447 281
特別利益 1,058 277
固定資産売却益 258 159
投資有価証券売却益 796 30
関係会社出資金売却益 3 −
助成金収入 − 87

特別損失 522 405
固定資産売却損 4 1
固定資産除却損 30 87
減損損失 373 96
投資有価証券売却損 − 0
投資有価証券評価損 0 −
関係会社株式評価損 58 99
関係会社清算損 1 −
投資損失引当金繰入額 52 119

税引前当期純利益 4,983 153
法人税、住民税及び事業税 1,184 88
法人税等調整額 211 △41
法人税等合計 1,395 46
当期純利益 3,587 106
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株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位 百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 11,412 11,100 199 11,300 798 12,000 5,920 18,719
当期変動額
剰余金の配当 △875 △875
当期純利益 3,587 3,587
自己株式の取得
自己株式の処分 1 1
株主資本以外の
項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 − − 1 1 − − 2,711 2,711
当期末残高 11,412 11,100 201 11,302 798 12,000 8,632 21,430

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,386 40,046 1,021 1,021 41,067
当期変動額
剰余金の配当 △875 △875
当期純利益 3,587 3,587
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 22 24 24
株主資本以外の
項目の当期変動額（純額） 1,499 1,499 1,499

当期変動額合計 22 2,735 1,499 1,499 4,235
当期末残高 △1,364 42,781 2,521 2,521 45,302
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個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
イ．子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法
ロ．その他有価証券

・市場価格のない株式等以外もの 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定）

・市場価格のない株式等 総平均法による原価法
② 棚卸資産

・商品及び製品 月次総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
② 無形固定資産（リース資産を除く）

・ソフトウエア（自社利用） 社内の利用可能期間（５年）に基づく定額法
・のれん 定額法（５年）
ただし、重要性が乏しい場合には、発生年度に全額償却しております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用 定額法
（3）引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下のとおり貸倒引当金を計上しております。
・一般債権 貸倒実績率法によっております。
・貸倒懸念債権及び破産更生債権等 財務内容評価法によっております。

② 投資損失引当金
関係会社への投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態の実情を勘案し、一定の算定基準によ
る必要額を見積計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額に基づき計上しております。
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④ 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

⑤ ポイント引当金
販売促進を目的としたポイント制度に基づき付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末にお
いて将来利用されると見込まれるポイントに対してその費用負担額をポイント引当金として計上してお
ります。

⑥ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
発生していると認められる額を計上しております。
また、数理計算上の差異は、発生時の翌事業年度に費用処理することとしております。
なお、退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会
計処理の方法と異なっております。

⑦ 役員株式給付引当金
役員株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務
の見込み額に基づき、役員株式給付引当金を計上しております。

⑧ 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の
見込み額に基づき、株式給付引当金を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社は、主にＦＣ加盟店に対する物品の卸売販売、直営店舗の運営によるサービスの提供、ＦＣ加盟店

に対する店舗運営指導等を行っております。
加盟店への卸売上高は、主にＦＣ加盟店に対する食材・包材等の販売であります。当該販売は、商品を

引渡した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
直営店売上高は、主に飲食店における顧客からの注文に基づく商品の提供であります。当該商品の提供

は、顧客に商品を提供し、対価を収受した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識
しております。
その他の営業収入は、主に店舗運営希望者との間で締結したＦＣ契約により受領した収入（ロイヤルテ

ィ収入及び広告宣伝料収入）によるものであります。ロイヤルティ収入及び広告宣伝料収入は、ＦＣ加盟
店の売上高に一定割合を乗じて測定し、その発生時点等を考慮して収益を認識しております。

（5）追加情報
（株式付与ＥＳＯＰ信託について）

株式付与ＥＳＯＰ信託に関する注記については、「連結注記表 １．連結計算書類作成のための基本とな
る重要な事項等 （４）追加情報」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

（役員報酬ＢＩＰ信託について）
役員報酬ＢＩＰ信託に関する注記については、「連結注記表 １．連結計算書類作成のための基本となる

重要な事項等 （４）追加情報」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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2. 会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従

い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉
となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算
差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された
時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等
が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額
等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上してお
ります。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又は評価・換算差
額等のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。
なお、これによる計算書類への影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
(1)固定資産の減損

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
店舗固定資産

（単位 百万円）
事業区分 貸借対照表計上額

国内モスバーガー事業 5,318
その他飲食事業 143

② 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
「連結注記表 ３.会計上の見積りに関する注記 (１)固定資産の減損」に記載した内容と同一でありま
す。
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4. 貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 6,464百万円
（2）担保に供している資産及び担保に係る債務

資金決済に関する法律等に基づき、有価証券139百万円及び投資有価証券429百万円（対応する債務、
モスカード（プリペイドカード）に係る「預り金」890百万円）を担保に供しております。

（3）保証債務
ＦＣ加盟店の㈱モスクレジットからの借入に対し、966百万円の債務保証をしております。

（4）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを含む）
短期金銭債権 2,099百万円
短期金銭債務 1,353百万円
長期金銭債権 −百万円
長期金銭債務 83百万円

（5）コミットメント契約
当社及び連結子会社(㈱モスクレジット)は、取引銀行とコミットメント契約を締結しております。当事
業年度末日におけるコミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額 6,000百万円
借入実行残高 −百万円
未実行残高 6,000百万円

なお、当該契約は当社分と連結子会社分が一体の契約であり、金額を区分できないため、連結子会社分
も含めた総額で表示しております。

5. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 9,404百万円
仕入高 5,067百万円
販売費及び一般管理費 1,444百万円

営業取引以外の取引による取引高 2,149百万円
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6. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 844,694株
（注）普通株式の自己株式の株式数の減少7,947株の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加222株、

単元未満株式の買増請求による減少67株、株式付与ＥＳＯＰ信託口保有の自己株式の交付及び処分
による減少8,102株であります。
なお、当事業年度末日の自己株式数のうち株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式数は103,559
株、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する株式数は9,996株であります。

7. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産
未払事業税等 85百万円
貸倒引当金 16百万円
賞与引当金 106百万円
ポイント引当金 27百万円
投資損失引当金 91百万円
退職給付引当金 108百万円
会員権評価損 15百万円
投資有価証券評価損 7百万円
関係会社株式評価損 542百万円
減損損失 484百万円
資産除去債務 148百万円
その他 156百万円

繰延税金資産小計 1,789百万円
評価性引当額 △1,081百万円
繰延税金資産合計 707百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 1,112百万円
資産除去費用 22百万円

繰延税金負債合計 1,135百万円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 △427百万円
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8. 関連当事者との取引に関する注記

属性 会社等の名称
議決権等
の所有

（被所有）
割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 ㈱モスクレジ
ット

所有
直接
100.00％

―
金銭貸付、銀
行借入に対す
る債務保証

貸付金の回収
（注１） 2,326 関 係 会 社

短 期 貸 付 金 500

金銭の貸付
（注１） 500

利息の受取
（注１） 10

子会社 ㈱モスストア
カンパニー

所有
直接
100.00％

１名
食材・包装資
材等の販売

食材・包装資
材等の販売
（注２）

8,718 売 掛 金 937

店舗の賃貸 店舗の賃貸
（注３） 1,731

（注１）㈱モスクレジットに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しております。
なお、担保は受け入れておりません。

（注２）価格、その他の取引条件は、市場実勢及び総原価を勘案し決定しており、他のフランチャイジーと同
一の取引条件であります。

（注３）店舗の賃貸に係る取引条件は、近隣の賃料相場を参考にして、協議の上決定しております。

9. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 ９.収益認識に関する注記」

に同一の内容を記載しているので注記を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,453円64銭
（2）１株当たり当期純利益 115円13銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月15日
株式会社モスフードサービス
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 辺 拓 央
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 見 山 進

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社モスフードサービスの2023年４月１日から2024年３月31日

までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モ

スフードサービス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を
負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年５月15日

株式会社モスフードサービス
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 辺 拓 央
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 見 山 進

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社モスフードサービスの2023年４月１日から2024年３

月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第52期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した
監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。ただし、2023年6月28日に監査役に就任いた
しました松村卓治は、就任前の期間における監査事項につきましては、他の監査役より説明を受け、会計監査人より報告を受けるな
どの方法により監査いたしました。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針及び監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、インターネット
等を経由した手段も活用しながら、取締役、執行役員、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な会議議事録及び電子稟議決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な拠点に関して往査やリモート監査
を通じて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、重要な子会社については、常勤監査役が当該
子会社の監査役を兼務し、取締役会その他の重要会議に出席することにより経営管理の状況を把握しました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役、執行役員及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、
その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から監査
計画、監査重点項目の説明を受け、協議を行うとともに、四半期レビューの結果、期末監査結果ほか、その職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「監査に関する品質管理基準」等に従って職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表）について検討いたしました。
２． 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき重要な事項は認められません。財務報告に係る内部統制の評
価及び監査は未了ですが、本監査報告書の作成時点の状況において重要な不備はないとの報告を取締役等及び会計監査人
有限責任あずさ監査法人から受けております。なお、グループ内部統制については、国内外の情勢の変化に即した体制整
備とリスク管理の強化が必要であり、監査役会としても引き続き監視及び検証をしてまいります。

④ 事業報告に記載のとおり、物価高騰による消費者の生活防衛意識の高まりに加え、急速な円安による調達費用の上昇や物
流費およびエネルギー価格の高騰等、依然として先行き不透明な状況が続いており、業績等への影響が見込まれることか
ら、監査役会として執行部門の取り組みについて注視してまいります。

⑤ 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年５月15日

株式会社モスフードサービス 監査役会
常勤監査役 永 井 正 彦 ㊞
常勤監査役 臼 井 司 ㊞
社外監査役 藤 野 雅 史 ㊞
社外監査役 松 村 卓 治 ㊞

以 上
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